




公益財団法人日本食肉消費総合センターは、食肉に関する総合的な情報センター

として、消費者の皆様に「食肉の安全性に関する情報」を提供してまいりました。

CSF（豚コレラ）や鳥インフルエンザなどの家畜感染症に関する報道、食品添加

物や加工食品の摂取に不安を抱かせる週刊誌記事の掲載、一年を通じて発生する食

中毒事故などにより、消費者の方々の食の安全・安心への関心は、高まってきてい

ます。

当センターの主催する「食肉学術フォーラム」において、医学、獣医・畜産学、食

品科学・栄養学などの専門家の方々に食の安全・安心に関するテーマについて検討・

協議いただき、その結果を要約したのが本誌です。

今年度は、昨年9月に岐阜県で26年ぶりに国内発生したCSFや毎年、渡り鳥に

よって侵入する恐れのある鳥インフルエンザをテーマに取り上げました。

また、多くの人々が漠然とした不安を抱いている食品添加物をはじめとした食品

のリスクをテーマに検討・協議を行いました。

一般的に食品のリスクは、ゼロではないことを再確認しつつ、食品添加物や農薬

について、使用基準値を守っていれば、リスクはほぼゼロに等しいことが報告され、

教育者や研究者は、食のリスクに関して正しい情報をわかりやすく、繰り返し伝え

ていくことの重要性が指摘されました。

CSFもASF (アフリカ豚コレラ)も感染する動物は、豚とイノシシであり、感染豚

を人が食しても問題はないとの報告があり、そして、CSF対策の基本は、農場での

衛生対策の徹底であるが、CSFウイルスの自然宿主であるイノシシ対策を講じない

と問題は終息しないとの見解が示されました。また、鳥インフルエンザについては、

その対策の要は、感染家禽の摘発・淘汰であることが強調されました。

最後になりましたが、「食肉学術フォーラム」にご参画いただいた諸先生方、ご指

導・ご後援いただいた農林水産省生産局および独立行政法人農畜産業振興機構の関

係各位に厚く御礼申し上げます。

　　2020年3月
     　公益財団法人  日本食肉消費総合センター

      　理事長　田家邦明
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PROLOGUE
プロローグ

　災難は忘れた頃にやって来るのです。終息したはずのCSF（豚コレラ）が26年ぶり

に日本国内で確認されました。本誌は、この問題を含め、ますます求められる食の安

全・安心を守る方策を探りました。

　迫田義博先生は「“平和ボケ”が事を大きくしている」と見て、「今、養鶏農家は

衛生意識が非常に高いです。養豚農家も負けじと、適切な洗浄と消毒など基本的な

衛生管理を徹底することが、防止対策の要ですね」とシンプルで明解です。

　冬のやっかいもの、インフルエンザ。人獣共通感染症の権威である喜田宏先生は、

メディアの間違った報道に喝を入れつつ、「日本の産・学・官連携で立ち上げた機関で、

世界基準の季節性インフルエンザワクチンの開発に取り組んでいます。実用化も近く、

日本が一歩リードするのは時間の問題です」。

　世界の潮流になっている持続可能な畜産のために生まれた家畜・畜産物対象の

品質保証システム。杉浦勝明先生は「日本では審査のコスト高や流通面のメリット

が少ないなどで普及が遅れています。ただ加工・流通段階でHACCPは導入されて

いるので、今後生産段階での導入・普及に期待できそうです」。

　食肉の輸出促進が閣議決定され、と畜場の安全と衛生管理を徹底するため

HACCPが制度化されます。「輸出相手国の安全基準に対応できるHACCPシステ

ムを普及することが何より重要です」と品川邦汎先生は力説されます。

　消費者の食の不安を煽る週刊誌の記事が目につく昨今。“食の安全と情報の読み

方 ”という難しいテーマに2人の先生が解説くださいました。

　三輪操先生は「食品添加物というと、消費者が動揺してしまうのは、発がん性が

あるのではないかという誤解や思い込みからでしょう。使用が許可されている添加物

は、安全性試験を経て、ヒトが毎日、一生涯にわたって摂取しても健康に影響のない

AD I（1日摂取許容量）を超えないように使用基準が決められています」。

　畝山智香子先生も「食品とは“未知の化学物質のかたまり”で、リスクはゼロでは

ないと知ってほしい」。「食品の危険性を知って、それをどのぐらい食べているかという

暴露量を減らせば、リスクは下がるのです」。「要は多様な食品でバランスのよい食生

活をするに尽きます」とも。

　情報を鵜呑みにせず、自分の目と耳と舌と感覚を信じること。食の多様性こそが、安

全・安心につながるのではないでしょうか。

●
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1
養豚場を農場バイオセキュリティで
守ることこそが対策の要です

豚コレラ、アフリカ豚コレラのウイルスの特徴とその違い

動物の感染症で横綱級とはどのようなもので

しょう。牛だと口蹄疫、馬では伝染性貧血やア

フリカ馬疫、ニワトリだと鳥インフルエンザや

ニューカッスル病などがあります。さらに、豚

では口蹄疫や本日のテーマである豚コレラ

（CSF:Classical Swine Fever）、アフリカ豚コレ

ラ（ASF:African Swine Fever）が挙げられま

す。これらの横綱級感染症は、すべてウイルス

感染症です。細菌感染症の場合は抗生物質があ

るので治療ができますし、横への伝播力も弱い

のですが、口蹄疫や豚コレラなどはいまだ抗ウ

イルス薬がないので、発生した場合にはいわゆ

る殺処分で封じ込めるしかありません。 

豚コレラウイルスは遺伝子がRNA(リボ核酸)

のウイルスで、アフリカ豚コレラウイルスは遺

伝子がDNA(デオキシリボ核酸)のウイルスで

す。豚に感染した時の症状がほぼ一緒なので同

様に扱われますが、アフリカ豚コレラウイルス

のほうが4倍から5倍くらい大きく、ウイルス

としては全く違うものです（図表1）。 

OIE（国際獣疫事務局）から「清浄国」と認め

られた日本にウイルスが入り込む最大の要因は、

汚染した豚肉が海外から違法に持ち込まれるこ

とです。観光客がスーツケースに入れて持ち込

んだ豚肉やらソーセージやらにウイルスが付着

していることがありますが、彼らがもし、日本

に持ち込んだウイルス付着食品を食べずに残飯

として捨てたらどうなるでしょう。それをイノ

シシが食べて野生動物の間で感染が広がれば、

やがてその感染は養鶏場や養豚場にも広がりま

す。これは日本だけの問題ではありません。過

去にはヨーロッパでも、アフリカからこうした

豚コレラ、アフリカ豚コレラへの対応Section

感染症への対応

-1

北海道大学大学院獣医学研究院微生物学教室教授　迫田 義博

2018年9月、日本では26年ぶりとなる豚コレラが岐阜県で発生し
ました。急増した海外からの観光客が、違法に持ち込む汚染豚肉か
ら「清浄国」日本にウイルスが侵入し、イノシシを介して拡散したこ
とが原因ですが、このようなケースは、これまでも世界各国で発生し
ています。日本上陸が秒読み段階といわれるアフリカ豚コレラも併
せて、いかに対応すべきか、迫田義博先生にお話をうかがいました。
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かたちでウイルスが持ち込まれるケースが頻発

しました。これらのウイルスの豚に対する病原

性は強力で、通常、豚コレラウイルスもアフリ

カ豚コレラウイルスも豚を100%殺してしまい

ます。とはいえ、実際の野外には50%、30%

の殺傷能力しか持たない非常にマイルドなウイ

ルスも存在しています。 

豚コレラウイルスとアフリカ豚コレラウイル

スの種類は全く違いますが、両者とも表面の外

側にエンベロープという膜をか

ぶっており、消毒薬と名がつく

ものであれば何でも効きます。

しかし口蹄疫ウイルスは外側の

膜が1枚少なく、アルコールス

プレーも効きません。さらに、

血清型が単一なので豚コレラは

ワクチンがあれば効きます。し

かしアフリカ豚コレラは世界の

どこを探してもワクチンがありません。 

イノシシへの感受性は、豚コレラウイルスも

アフリカ豚コレラウイルスも同じです。ただし

アフリカ豚コレラウイルスは、ダニが吸血する

ことで感染が成立することや、アフリカに住ん

でいるイボイノシシに対しては病気をほとんど

示さないということがわかっています。こうし

た点が、豚コレラウイルスとアフリカ豚コレラ

ウイルスの大きな違いです。 

豚コレラ対策は国家レベルで養豚農家の衛生管理を徹底する

豚コレラウイルスの自然宿主は豚です。従っ

て豚でコントロールし、豚から病気をなくせば

自然界から豚コレラウイルスは完全に駆逐でき

ます。しかしアフリカ豚コレラウイルスの自然

宿主はアフリカにいる野生のイボイノシシです。

アフリカ大陸にいるイボイノシシを全部殺滅す

るのはどう考えても困難なので、アフリカ豚コ

レラウイルスを世界から駆逐することはできま

せん。ウイルスが常在しているのに病気を示さ

ないイボイノシシからアフリカの養豚場に感染

が広がり、その豚が飛行機や船でヨーロッパや

中国に渡るのをいかに阻止するかがアフリカ豚

コレラウイルスを防ぐポイントになります。 

2つの豚コレラのリスク要因はイノシシです。

日本のイノシシの北限は東北で、東北以南はど

こにでもイノシシがいます。2018年から19年

にかけて起きている豚コレラの問題も、なかな

か収束しないのは養豚農家が悪いわけではあり

ません。先ほどお話ししたとおり、イノシシの

体内でウイルスが増え、そのイノシシが走り回

って農家の方々を苦しめているというのが現状

なのです。 

そうした状況下で、私たちは一体何をしなけ

ればならないのでしょうか。私はよく、獣医学

図表１　豚コレラとアフリカ豚コレラの比較
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部の衛生学の授業で黒板に「牛＜豚＜鶏」と書

き、右に行けば行くほど農家の衛生意識が高い

ことを伝えています。実際、鶏農家にお邪魔し

て鶏舎に入る時は、着替えどころかパンツ１枚

まで脱がされてシャワーを浴びてから中に入る

よう言われるのが普通です。逆に、牛舎は外か

ら履いてきた靴でも簡単に入れます。その中間

が養豚農家ですが、私たちからすると「これで

はまずい」と感じることが多々あります。

つまり養豚農家も鶏農家くらい衛生の意識を

持ってもらわないと、豚コレラ問題や目の前に

迫っているアフリカ豚コレラ問題に立ち向かえ

ないからです。そうなったら豚肉の供給がたち

まち不安定になり、食べられなくなるという大

問題が生じてしまいます。

実際、2018年9月に岐阜県や愛知県で豚コ

レラが発生した時、農水省が1軒1軒の農家を

見て回った際には残念な事例がいくつもありま

した。例えば感染して具合が悪そうな豚を出荷

してしまったり、消毒を全く行っていなかった

り、あれだけイノシシの被害を伝えてきたのに

養豚場を守る柵をしていなかったり、衣服や長

靴の着替えをおろそかにしていたり、養豚場で

使われる器具の衛生対策を怠っていたり、いま

だに井戸水や沢の水を塩素も入れずに農場で使

っていたり――、しかしこれが現実なのです。

そういう農家の周辺をイノシシが走り回り、沢

の水を水場にしていたら、ウイルスは簡単に入

ってきてしまいます。

むろん対策をとるには時間も手間暇も、そし

てお金もかかります。豚コレラや口蹄疫のよう

な横綱級の感染症は、本来なら国家レベルで考

え対応を講じなければなりません。今回のよう

に対応が長引いている最大の要因は、国の判断

の遅れであることは間違いありません。

問題は養豚農家を監督する農水省とイノシシ

対策をする環境省の縦割り行政です。今回の場

合もイノシシが何頭死のうが環境省としては直

接関係ないためか、問題解決にかなり及び腰で

した。しかし豚コレラの発生が拡大した今、イ

ノシシ対策をしないとこの問題は収束しないこ

とが省内にも浸透し、現在では環境省の中に豚

コレラ対策チームができる段取りになっていま

す。それとは別に、各都道府県でも検査ができ

るような体制をしっかりとつくっていかなけれ

ばなりません。

26年間の「平和ボケ」で初動対策に混乱と遅れ

2007年、日本は完全に豚コレラ清

浄国になったのですが、そのカギとな

ったのは清水悠紀臣教授らが今から

50年以上前の1969年に開発した豚

コレラのワクチンで、これにより国内

から豚コレラを撲滅することができま

した。図表2が当時のバイヤル（瓶）

図表2　豚コレラ撲滅のカギとなった、優秀な国産生ワクチン
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です。

このワクチンが使われた後は、発生が1974

年と1980年に限定しており、ほかに小さな発

生はありましたが、1992年の発生が最後とな

りました。ですから、2018年の発生は実に26

年ぶりということになり、「平和ボケ」のツケ

を今になって払うことになったわけです。

図表3は、2019年6月末現在のデータですが、

残念なことにその後も発生数は増えて今は31

事例になり、淘汰した頭数は12万頭を軽く超

えています。発生の中心は岐阜県と愛知県で、

感染豚が出荷された長野県や大阪府でも発生が

確認されました。

豚コレラウイルスが豚に感染すると、最初に

豚の扁桃でウイルスが増えます。扁桃はリンパ

組織なのでウイルスが全身に拡散し増加します。

このような病原性の高いウイルスは急性型の症

状をとり、豚は1週間から3週間以内に全頭が

全滅します。教科書に書かれている、昔ながら

の豚コレラウイルスはこのタイプです。

その実、1970年代の日本では慢性型の豚コ

レラや不顕性の豚コレラも発生したことがあり

ます。慢性型は感染した豚の約半数が治り、残

りの半数は感染後数週間から数カ月たって死ぬ

という、経過が非常に長期にわたるタイプの豚

コレラです（図表4)。

今回の岐阜のウイルスは、経過としては8～

20日で死亡するタイプと、数週間～数カ月で

死亡するタイプの間に位置するタイプです。現

場が26年間も「平和ボケ」していたせいで、一

番混乱したのは獣医師です。獣医師はみな、豚

コレラは感染したら3週間以内に全滅すると教

わってきたからです。

今でも高病原性鳥インフルエンザウイルスに

感染したニワトリは100％全滅するので、鶏農

家の方は死んだら直ちに関係機関に報告しなけ

ればなりません。

しかし現在の豚コレラウイルスは急性のタイ

プではなく、急性型と慢性型のちょうど中間な

ので、かなりジワッと増えて、すぐに死ぬ豚も

いれば死ぬまで時間のかかる豚もいる。ですか

ら農家では発見が遅れます。最初に発生した農

家の例も、初めは豚が単に具合の悪そうな状況

だったので、日射病ではないかと疑った。豚コ

レラとはそもそもそういう症状なので、当然豚

コレラを疑わなければいけなかったのですが、

そこが26年間の「平和ボケ」で初動が遅れる

要因となってしまいました。

図表3　養豚場における豚コレラの発生 図表4　豚コレラウィルス
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中国発世界行きのウイルスが日本では岐阜県に出現

豚が口を開けた上顎のところでハートの形を

しているのが扁桃です。扁桃でウイルスが増え

ると赤く腫れ、細菌の2次感染が起きて扁桃が

化膿します。

腎臓には点状の出血が出て、普通は小さくて

肌色をしている腸管の腸間膜リンパも出血して

赤くなります。出血が起きる理由は豚コレラウ

イルスの感染によって白血球と血小板が根こそ

ぎなくなり、血が止まらなくなったために末梢

で出血病変が出るからで、エボラも豚コレラも

出血病変が出るのは血小板減少症が非常に著し

くなるからです。 

現在、国内で流行しているウイルスにはどう

いう特徴があるかを東京都小平市にある動物衛

生研究所のグループがドイツのOIEのリファレ

ンスラボと共同で研究し、結果を発表していま

す。そこで岐阜県で分離されたウイルスの遺伝

子を調べ、近いウイルスは何か確かめたところ、

非常に明白なのが中国発の豚コレラウイルスで

した。中国発世界行きのウイルスが北はモンゴ

ル、南はベトナムへと広がり、東に広がったウ

イルスを日本ももらってしまったという経緯で

す。もちろん誰がどうやって伝えたかを確認す

る術は既にありませんが、起きてしまったこと

をレトロスペクティブ（振り返り）に解析する

限り、分離されたウイルスのオリジンは中国で、

そこで流通していたウイルスとウリ二つでした。 

中国のウイルスはなかなか手に入りませんが、

モンゴルは日本と友好国なので、モンゴルでの

豚コレラの発生に私も何回か立ち会っています。

豚コレラが発生した農場にモンゴルの獣医師と

一緒に入り農家の方々に聞くと「子豚しか死な

ない」と言います。岐阜県でも同様に、親豚も

感染しますが症状が出るのはやはり子豚が中心

です。免疫が弱く体力もないので、子豚が先に

症状を出すわけです。 

何かおかしなことがあったら安楽死させ病理解剖して調べる

岐阜株と非常に似ているモンゴル株の感染実

験を北海道大学で3、4年前に終え、論文をパ

ブリッシュしました。 

白血球と血小板はウイルスの感染によってど

う変化するでしょうか。昔ながらの強毒株とワ

クチン株を比べてみたところ、強毒株は白血球

数がぐっと減り、一部上がるものもあるものの

基本的にはどんどん下がり、豚はどんどん死ん

でいきます。血小板も強毒株はぐっと下がりほ

とんどの豚は死んでしまいます。ワクチン株は

白血球数も血小板も少し下がるもののほとんど

差はなく、上がってまた戻ります。 

モンゴルのウイルスは強毒株とワクチン株と

動態はその中間くらいで、白血球や血小板の減

り方も中程度です（図表5)。 

また、豚に接種して2日に1回採血し、血液

中のウイルスの量を調べてみると、ワクチン株

はずっと体の中にウイルスがいるわけではない

ので、少しだけ増えたとしても体からほとんど

検出されません。一方、強毒株は1ml当たり10
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の7乗くらいのウイルスが血液中から検出され

ます。今回の岐阜株と遺伝的に似ているモンゴ

ル株は、豚に対する病原性も中程度の病原性を

示したわけです。 

それらの豚の臨床症状を獣医師の目で見ると、

5頭のうち2頭は症状を出し、3頭は症状がほと

んど出ません。ですから1頭か2頭だけ見てい

ると豚コレラかどうか見逃します。しかし感染

症ですから、ジワッとマイルドな病状しか出さ

ないことや、群単位で昨日よりも今日、今日よ

りも明日悪くなっているという現

象や、感染が広がっていることを

見逃さないようにしなければなり

ません。 

何かおかしいことがあったら安

楽死させ、病理解剖をして調べて

いただきたいのです。実際、臨床

症状を示さなかった豚も、臓器を

調べると豚コレラの典型的な病変

が出ています。 

というわけで、診断ができない

わけではなく、見つけにくい。なぜかというと、

まず豚が死なないからです。ただ、21世紀型

の豚コレラウイルスだけが見つけにくいわけで

はなく、1974年に発生した神奈川株というウ

イルスはこれよりもっと見つけにくいウイルス

でした。しかし、日本でしっかりコントロール

できていたのです。現在ではPCR(ポリメラーゼ

連鎖反応)法などの最新技術もあるので、そうい

う機器を駆使してコントロールしていかなけれ

ばならず、それが喫緊の課題でしょう。

ワクチンを使ってイノシシから豚コレラを駆逐する

日本で再度豚コレラを撲滅するための対策の

基本は、農場での衛生対策の徹底です。農場バ

イオセキュリティをしっかり実施して養豚農家

を守ることですが、これは容易です。当初はう

まく伝わらないこともありましたが、最近では

速やかに改善されています。 

問題はやはりイノシシで、そこがネックにな

っています。イノシシでの発生も農場での発生

も、とにかく豚コレラの発生を迅速に発見する

ことが基本です。そして万が一発生があった場

合、獣医師はもちろんのこと、時には自衛隊の

方々にもお願いして封じ込めの対策をとる必要

があります。 

日本のような家畜衛生先進国では、恒常的な

ワクチン接種はしないことになっています。ワ

クチンを打っていると、ワクチンを打ったこと

によって見えなくなってしまう感染があるから

です。見えない感染があると世界は豚コレラ清

図表5　White blood cells and platelet in pigs inoculated with CSFVs
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浄国として認めてはくれず、豚肉を輸出するこ

とができません。従ってワクチンを打つことに

関しては、かなり慎重に行わなければならない

のです。 

イノシシが死んでいたり、くくり罠にひっか

かっていたりしたら、猟師や獣医のいる場所に

運べるなら運びます。運べない場合は、2次感

染防止のために穴を掘って埋めます。イノシシ

が感染元なので、それをどうやって防ぐか。ま

ずは柵によって彼らの移動を封じ込め、あとは

個体数そのものを減らす必要があります。そし

てイノシシのワクチンによって生物科学的な封

じ込めをします。死亡個体を適切に処理するこ

とが重要ですが、相手が野生動物なのでかなり

難しいというのが現状です。 

イノシシが生息している山中に入りワクチン

を撒きます。空からドローンで撒けばいいので

はないかとおっしゃる方もいますが、ドローン

で撒くとタヌキやイタチや鳥が食べてしまいま

す。イノシシは穴を掘って掘ったところの餌を

食べる習性があるので、イノシシに上手に食べ

させるために、穴を掘って埋めて土をかぶせる

という作業をしています。イノシシの習性を生

かし、ゼリーの中に生ワクチンを封じ込め一口

サイズにして、外側をトウモロコシの粉で固め

てお団子状のものにして埋めておくと、イノシ

シが掘ってその餌を食べワクチンが接種される

という仕組みになっています。 

非常に気長な話ですが、まずは数千カ所に人

力で穴を掘り、数日したら掘り返してイノシシ

が何個食べたか数えます。しかし100個埋めて

70個食べたから接種率7割とはいきません。赤

外線で動物が通ったときだけカメラが作動する

装置を仕掛けて後で見たら、ボスだけが70個

全部食べていたということもあるし、20頭く

らいしか食べていないということもあります。 

ただ、実際にはこの方法を使ってドイツで10

年かけて豚コレラをイノシシから駆逐したとい

う実績があります。しかし、日本はまだ1年目

です。

間近に迫っているアフリカ豚コレラの日本への到来

豚コレラの現状は以上のとおりですが、日本

にはこの先に、さらに厄介なアフリカ豚コレラ

の問題が迫っています。アフリカ豚コレラにつ

いてはイノシシに向けたワクチン開発も含め、

スイスのサンチェス・ビスケーノ博士のチーム

が有益な研究をされています。先日、北大に先

生をお招きし、いろいろ勉強させていただきま

した。 

アフリカ豚コレラは、豚コレラとウイルスは

異なりますが、症状はよく似ています。大きな

違いは、通常の感染は豚―豚感染ではなくイノ

シシとダニ間の感染だということです。アフリ

カのサバンナで、感染したウイルスを持ったダ

ニが豚を噛み、やがて豚―豚感染に至ります。

豚―豚感染した豚肉が国際線の飛行機や船に乗

ってヨーロッパに持ち込まれ、感染が広がるわ

けですが、そういう問題をヨーロッパ諸国は何

回も経験しています。日本が今回初めて経験し

恐れていることを、彼らは何度も味わっており、

その経験則の中で何が危ないのかを熟知してい
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るのです。 

中国に入ったアフリカ豚コレラウイルスは、

もともとは2007年にサブサハラ地域から東ヨ

ーロッパに入り、ロシアを通って中国に到達し

たウイルスです。その後ウイルスは中国からモ

ンゴルに渡り、南はベトナムに渡り、あっとい

う間にその南端まで届いてしまいました。その

後カンボジアに渡り、北朝鮮に到達。今や韓国

は到達3秒前、台湾は5秒前、そして日本は10

秒前です。 

中国は「対策をしている」と盛んに言ってい

ますが、実際は惨憺たる状況です。アフリカ豚

コレラの症状は、脾臓の出血性梗塞や腎臓の点

状出血、そして高い致死率です。 

豚コレラとの最大の違いは、アフリカ豚コレ

ラは1960年代にスペインでワクチンを打った

ことにより、キャリア動物の症状をさらに悪化

させてしまったことです。完全に根絶するには、

むしろワクチンを使わないほうが良かったの

です。

ヨーロッパではそういう経験があるので、現

在は使えるワクチンはないということになって

います。最近、新しいワクチンを開発中だとい

う論文がやっと出たばかりなので、日本の差し

迫った状況の中で、このワクチンを使うという

シナリオは考えられません。

養豚場の衛生意識を養鶏場のレベルに引き上げることが重要

国内の侵入の備えとして何をしなければなら

ないか悩ましいところですが、アフリカ豚コレ

ラウイルスは、実はもう日本国内の領土に上陸

しています。生きたウイルスが、既に愛知県の

中部国際空港セントレアで、一般の旅行客が持

ち込んだ肉の中から見つかったのです。 

このような状況は、鳥インフルエンザでは珍

しくも驚くべき話でもありません。空港の検疫

で働いているビーグル犬はとても賢く、肉を持

っている旅行者にはワンと吠えたりせず、スー

ツケースの横にスッと座ります。す

ると動物検疫所の係官がスッと座ら

れた旅行者を奥の事務所に連れて行

きスーツケースを開けさせます。開

けると鶏やアヒルの生肉が入ってい

るというわけです。図表6のように

アヒルの形そのままをスーツケース

の中に入れて持ち込む一般の旅行客

もいます。しかし、鳥インフルエン

ザでもH5N6などは鳥のウイルスの

中ではとんでもなく恐ろしく、ヒト

にも感染するウイルスです。 

図表6 旅行客がウイルスを次々と持ち込む
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討 議 の 抜 粋  

（敬称略）

清水　日本で最後に発生した1992年以前の豚コレラと、今回の豚コレラではウイルスが違う

のですか。 

迫田　豚コレラウイルスは1型、2型、3型の3タイプがあり、20世紀の発生は1型と2型による

ものでした。今回岐阜県で分離されたウイルスを動物衛生研究所で検査した結果、これ

までのものとは別種の、明らかに21世紀に中国で流行しているウイルスと同じ2型でし

た。ですから、今回初めて外から持ち込まれたということになります。ただし、現在備

蓄されている国産生ワクチンは、2型にも有効であることが確認されています。 

清水　通常食べることはないと思いますが、豚コレラにかかった豚の肉を人が食べても害はあ

りませんか。 

迫田　豚コレラもアフリカ豚コレラも人獣共通感染症ではなく、感染する動物は豚とイノシシ

だけです。豚コレラに感染した豚はやせ細って食べる気はしないですが、万が一食べて

も問題はありません。そもそも豚にはほかの病気もあり、豚肉は基本的に加熱して食べ

るのでウイルスも変性しますし、もともと感染する病原体ではないです。 

松川　豚コレラウイルスの病原性は、豚とイノシシで同じなのでしょうか。また、イノシシに
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現在、日本は2020年の東京オリンピックに

向けて海外の人にどんどん来てくださいとPR

している状況です。しかし一方では検疫でのチ

ェックが間に合っていないのが現状で、上記の

ように見つけられるのは氷山の一角です。実際

には、感染性のウイルスがこうして頻繁に持ち

込まれているのです。そういう状況でどこを守

るかといったら、鳥の場合は養鶏場、アフリカ

豚コレラや豚コレラの場合は養豚場です。その

周辺も含め、衛生対策をどう徹底するかが重要

です。 

結論からいえば、養豚場の衛生意識が養鶏場

並みにならないと、豚コレラやアフリカ豚コレ

ラに立ち向かうことはできません。食中毒、ウ

イルス感染、細菌感染には閾値があり、その閾

値以下であれば感染は起きません。 

豚コレラの場合はウイルスの数を100個未満

にする。ウイルスを例えば10個程度持ち込ま

れたとしても、消毒などの基本的なことが徹底

されていれば、農家では何も起こりません。農

家を農場バイオセキュリティで守る対策こそが、

豚コレラ問題やこの先やって来るアフリカ豚

コレラ問題の要となることは言うまでもあり

ません。 



ワクチン入りの餌を食べさせた場合、効果はどのくらいの期間持続するものでしょうか。 

迫田　ヨーロッパのグループが、ヨーロッパイノシシで既に感染実験を行っていて、同じウイ

ルスを豚とイノシシに接種すると症状はほとんど一緒でした。今、動物衛生研究所では、

岐阜県で採取したウイルスをイノシシに接種する試験を行っていますが、野生ですので

なかなか大変なようです。イノシシでも、生ワクチンを食べるとほぼ終生免疫です。食

べてさえくれればシメシメなのですが、同時にうり坊（子どものイノシシ）がネズミ算

式に生まれてくるので、免疫率を上げたと思ったらまた下がってしまうわけです。 

品川　今日の豚コレラ対策は、野生のイノシシ対策でもあると思われますが……。 

迫田　豚コレラウイルスのイノシシ感染は、実は日本で2回目です。1回目は、1982年に茨城

県のつくばでイノシシから豚コレラウイルスが見つかっていますが、当時は百発百中、豚

を殺すような豚コレラウイルスだったので、イノシシも死んで終了しています。ところ

が、今回のウイルスは中くらいの病原性で、治ってずっとウイルスを持ち続ける個体が

多く、長くかかる可能性があります。ドイツでは10年かかっています。霞が関は1980

年の記憶もあり、イノシシを殺して終わるだろうというので、実は今回のイノシシ対策

への取り組みはかなり遅かったです。 

品川　今日、農水省ではジビエの喫食を推進していますが、イノシシの感染拡大でこの動きに

ブレーキがかかるのではと懸念されますが……。 

迫田　現在備蓄されているワクチンは、今から50年も昔に開発されたものです。ヨーロッパで

は既に、感染とワクチンによる抗体を正確に識別できる最新のマーカーワクチンを開発

しています。一見健康そうに見えてウイルス感染しているイノシシを食するのは不適切

ですが、ワクチンによって抗体が上がっただけのイノシシは食に回せるのです。このよ

うな最新鋭のワクチンを投入することで解決できるでしょう。 

・・・・・
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●さこだ・よしひろ　平成６年、北海道大学獣医学部を卒業。同年農林水産省家畜衛生試験場に奉職。その後、英国動物衛
生研究所バーブライトラボラトリー特別研究員を経て、平成13年、北海道大学大学院獣医学研究所助手。平成17年、准教授。平
成26年4月に教授に就任。現在、微生物学教室に所属。日本獣医学会賞などを受賞。
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1
「全日本インフルエンザワクチン研究会」を産・学・
官連携で立ち上げ世界基準のインフルエンザ
ワクチンの開発・実用化に取り組んでいます

これまでのパンデミックウイルスは、人の季節性インフルエンザウイルスと鴨由来の
鳥インフルエンザウイルスが豚に同時感染して生じた遺伝子分節再集合ウイルス

まず、パンデミックインフルエンザウイルス

の出現機序について、お話しします。インフル

エンザウイルスの遺伝子は、8分節に分かれて

いて、ウイルスが細胞に吸着して侵入すると、

各遺伝子分節は複製します。その複製開始に必

要なポリメラーゼ複合体(PB1、PB2とPA)およ

びNPとM1たんぱく質が、各遺伝子分節に1セ

ット以上備わっていますので、感染細胞内で、

遺伝子分節各々が勝手に増えるのです。 

図表1の電子顕微鏡写真は、1977年10月1

日、北海道石狩川流域の妹背牛町にシベリアか

ら飛んできた尾長鴨から分離されたウイルス、

A/duck/Hokkaido/5/77（H3N2）株のネガ

ティブ染色像です。このウイルスのヘマグルチ

ニン(HA)は、1968年にパンデミックウイルス

として出現したA/Hong  Kong/68（H3N2）

のそれとそっくりで、ノイラミニダーゼ（NA）

は1957年に出現したアジアパンデミックウイ

ルスA/Singapore/57(H2N2)のそれと区別で

きないことがわかりました。 

私は、「A/Hong　Kong/68パンデミックウ

イルスは、そのHAとNA遺伝子がそれぞれ鴨

のウイルス（H3Nｘ）と人のアジアインフルエ

ンザウイルス(H3N2)に由来する遺伝子分節再

集合ウイルスではないか」と考えました。その

後、これが事実であることを証明し、パンデミ

-2 鳥インフルエンザとパンデミックインフルエンザSection

感染症への対応

―予防・治療戦略の要点― 

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター特別招聘教授・統括　喜田 宏

NHKをはじめ、メディアはいまだに「新型インフルエンザは鳥インフルエンザが変異を起こして出
現する」、「高病原性鳥インフルエンザウイルスは人に対しても病原性が高く、これが変異を起こ
して人に感染、伝播し、新型インフルエンザの世界流行が起こるのは秒読み段階である」や「この
抗ウイルス薬はウイルスに変異を起こすから危険だ」などと、間違った報道をしています。メディ
アが専門家と認めた人々の発言が元となっています。無責任な専門家は、「間違えました、ごめん
なさい」と言いません。このような誤解が共通認識として定着し、行政や国民の日常生活に影響と
損害を及ぼしている事実に強い危機感を覚えます。これらの間違いを正し、誤解を解いた上で、鳥
インフルエンザとパンデミックインフルエンザの予防・治療戦略の要点についてお話をいたします。
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ックインフルエンザウイルスの出現機構として

提示することができました。私の仕事に貴重な

示唆を提供してくれた鴨に感謝しています。 

鳥のウイルスと人のウイルスが豚の呼吸器上

皮細胞に同時感染すると、これらの遺伝子分節

がそれぞれ勝手に複製して、両ウイルス由来の

遺伝子分節の組み合わせが異なる遺伝子分節セ

ットのウイルスが生まれます（図表2）。インフ

ルエンザAウイルスの遺伝子分節は8本ですから、

2つの異なるウイルスが細胞に同時感染した場合

には理論的に256通りの遺伝子再集合ウイルス

が生まれます。そのうちで人に広がったのがパ

ンデミックインフルエンザウイルスです。 

私たちは、A/Hong Kong/68（H3N2）ウイ

ルスはHAとPB1遺伝子が鴨のウイルスに由来

し、あと６つの遺伝子分節は、当時人に季節性

インフルエンザを起こしていたアジアウイルス

（H2N2）に由来することを証明しました。遺伝

子再集合は、遺伝子分節そのままが交換されま

すので、遺伝子変異（遺伝子を構成する塩基配列

が、塩基の挿入、欠失または置換によって変化する

こと）とは全く違うものです。 

鶏から鶏に感染を繰り返す過程で高病原性鳥インフルエンザウイルスが優勢に

インフルエンザAウイルスは多種の鳥と哺乳動

物に感染します。秋にシベリアから北海道に飛ん

でくる鴨からは、既知のA型インフルエンザウイ

ルスのすべての亜型のウイルスが分離されていま

す。鴨や家鴨の体のどこでウイルスが増えるかを

感染実験で調べると、呼吸器ではなく、結腸の上

皮細胞で増えて、糞便と一緒に排泄されることが

わかりました。 

私たちはこれまでに、インフルエンザウイルス

の自然宿主は鴨で、人や動物のすべてのインフル

エンザAウイルスの遺伝子の起源は鴨のウイルス

にあることを明らかにしました。自然界では、イ

ンフルエンザウイルスは、鴨との間で共生関係が

確立しており、選択圧がないので安定で、遺伝子

変異や抗原変異ウイルスは検出されません。 

鴨から分離したウイルスは、鶏に感染しませ

ん。生鳥市場など、陸鳥と水鳥が一緒に飼われ

ている場所で、鶏と同じキジ科の鶉などを通し

て鶏に感染します。そのウイルスは鶏に対して

病原性を示しません(低病原性鳥インフルエンザ

ウイルス)が、鶏から鶏に感染を繰り返し、鶏の

体で増えやすいウイルスの子孫が選ばれる過程

で、鶏の全身で増え、鶏を斃すウイルスが優勢

になります。それが高病原性鳥インフルエンザ

図表１　A型インフルエンザウイルス粒子 図表 2　遺伝子再集合ウイルス
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ウイルスです（図表3）。 

高病原性鳥インフルエンザウイルス

に感染した鶏は、炎症性サイトカイン

血症と血管障害を起こします。血管内

血液が凝固、出血、鬱血、血管壁の透

過性亢進、水腫が起こって、鶏は多臓

器不全で死亡します。これはウイルス

の感染・増殖に対する生体の過剰な自然免疫応答

の結果です。人の重症のインフルエンザ、小児の

インフルエンザ脳症もエボラ出血熱も同様の病理

発生過程をたどります。 

高病原性鳥インフルエンザウイルスが渡り鳥に逆感染

今、私たちが心配し、国際的にも問題になっ

ているのは、高病原性鳥インフルエンザウイル

スが鶏の中で終息せずに、鴨をはじめとする野

生の水鳥に逆伝播してしまったことです。

2005年から、水鳥が北方圏の営巣湖沼に向け

て渡る５月に、中国やモンゴル、ロシア、ヨー

ロッパなどの湖沼で、インド雁や大白鳥が大量

死しました。斃死鳥からは、中国南部で家禽に

被害をもたらしているH5N1高病原性鳥インフ

ルエンザウイルスが分離されました。 

一方、高病原性鳥インフルエンザウイルスに

感染しても、病気にならない鴨などが、北の営

巣湖沼に高病原性鳥インフルエンザウイルスを

持ち込み、水系でそれに感染した水鳥が秋に越

冬地に渡り、高病原性鳥インフルエンザウイル

スを配達することが起こってしまいました。

鶏に鳥インフルエンザワクチンを濫用すると見えない流行が広がる

高病原性鳥インフルエンザウイルスが鳥から

人に直接感染することはめったにありません。

それでも、2004年からこれまでにH5N1高病

原性鳥インフルエンザが流行した62カ国の中、

13カ国で人への感染が偶発的に起こっていま

す。これまでに861名が感染し、内、455名が

死亡しています。ここで注目すべきことは、中

国、ベトナム、インドネシア、エジプト４カ国

でこのウイルスに感染した人の報告例が全体の

85％を占めていたことです。 

OIE（国際獣疫事務局）の専門家として世界の

国々にアンケート調査を行ったところ、これら

4カ国のみが、鶏にワクチンを接種しているこ

とがわかりました。タイでも25名の人が感染

しましたが、タクシン元首相が私の薦めを受け

入れて2006年にそれまで水面下で鶏に接種さ

れていたワクチンを全面禁止にして、鳥インフ

ルエンザ対策を摘発・淘汰に切り替えました。

その結果、家禽と人からH5N1高病原性鳥イン

フルエンザウイルスは消えました。以来、現在

図表3　鳥インフルエンザウイルスの鶏に対する病原性獲得
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（2019年）まで、タイは鳥インフルエンザ清浄

国として認定されています。 

鳥インフルエンザのワクチンは、重症化ある

いは発症を抑制する免疫を誘導しますが、感染

を完全に防ぐ免疫は誘導しません。従って、鳥

インフルエンザワクチンを濫用すると、見えな

い流行が広がります。ワクチンは、病気を予防

するためのもので、感染を完全に防ぐものでは

ないということを認識する必要があります。 

家禽に対するワクチンの誤用が、高病原性鳥

インフルエンザウイルスの常在化と、抗原性が

異なる、いわゆる抗原変異ウイルス出現の原因

です。人工産物である高病原性鳥インフルエン

ザウイルスは、早期の摘発・淘汰策によって直

ちに根絶しなければなりません。 

日本には、2004年からこれまでに計10回の

H5およびH7高または低病原性鳥インフルエン

ザウイルスの侵入と伝播がありました。その多

くの例で、まず野生の水鳥がウイルスを持ち込

み、それから家禽に伝播被害があったことがわ

かっています。これらの鳥インフルエンザはこ

とごとく、農林水産省と家畜保健衛生所の緊密

な連携協力のもと、発生農場の鶏を早期にすべ

て淘汰し、衛生対策を強化することによって、

近隣農場にウイルスが拡散することを予防でき

ました。15年間にわたり、このように完璧な

鳥インフルエンザ対策を実施できたのは日本だ

けです。 

2013年には、中国で人のH7N9ウイルス感

染・斃死被害がありました。その原因ウイルス

は、調査の結果、生鳥市場に由来することがわ

かり、淘汰策によって清浄化したと中国政府は

発表しましたが、翌年には倍以上の被害があっ

て、それがずっと続いています。2018年から

その後の報告はありません。

鶏にワクチンを接種することによる成果と中

国当局は主張していますが、詳細は不明のまま

です。今やH7N9高病原性鳥インフルエンザウ

イルスは中国全土の家禽に広がっており、日本

にも旅行者によってウイルスに感染した感染家

鴨生肉が違法に持ち込まれ、国際空港で頻繁に

摘発されています。

最近問題となっている、豚コレラやアフリカ

豚コレラウイルス感染肉や加工製品の違法持ち

込みも後を絶たないことから、検疫による水際

作戦には限界があることは明白です。感染症対

策の国家戦略ならびに世界各国の政策の確立に

向けた国際連携協力の推進が必須です。 　

季節性インフルエンザ対策がパンデミック対策の基盤

パンデミックインフルエンザは、過去100年

の間に4回出現しています。鳥インフルエンザウ

イルスが変異を起こして人に入ってきたのでは

ありません。A/Hong Kong/68 (H3N2) の例で

見るとおり、鴨のウイルスが糞便を介して水系

で家鴨や鵞鳥に伝播して、豚に人の間で流行っ

ていたアジアウイルス(H2N2)と同時感染して、

遺伝子再集合ウイルスであるA/Hong Kong/68

が出現したことをお話ししました（図表4）。 

1957年のH2N2アジアインフルエンザウイ

ルス、1918年のH1N1スペインインフルエン

ザウイルス、ならびに2009年のH1N1パンデ
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ミックウイルスも、

すべて豚由来と考え

ていいと思います

（図表5）。 

パンデミックウイ

ルスが出現すると、

人々にはこれに対す

る免疫がないので、

瞬く間に世界に感染が広がります。伝播性（感

染の広がりやすさ）は高いのです。ただし、個々

の感染者に対する病原性とは分けて考えなけれ

ばいけません。パンデミックウイルスは、翌年

からは季節性インフルエンザを起こすのです。 

季節性インフルエンザウイルスは、人から人

に受け継がれる間に増えやすいウイルスが選ば

れていきます。インフルエンザ（病気）は、感

染したウイルスの増殖に対する生体の自然免疫

応答です。例えば、2009年に出現したH1N1

パンデミックウイルスは、人々にそのウイルス

に対する免疫がないので、3カ月で全世界に広

がりました。パンデミックウイルスは、その伝

播性が非常に高いのです。 

一方、このウイルスが登場してから15カ月

後までの死亡例は、2万人以下でした。パンデ

ミックの第２波、３波は、実は翌年からの季

節性インフルエンザです。2009パンデミック

ウイルスが起こす現在の季節性イン

フルエンザにおける死亡者数は、パ

ンデミックと騒がれた時の数十倍で

す。すなわち、季節性インフルエン

ザウイルスのほうがパンデミックウ

イルスよりも人に対する病原性が高

いのです。季節性インフルエンザ対

策の改善と強化こそがパンデミック

インフルエンザ対策なのです。 

いずれの亜型のインフルエンザAウイルスがパンデミックを起こしても、
ワクチン株はインフルエンザウイルスライブラリーにある

私たちは、パンデミックインフルエンザワク

チンの製造用候補ウイルス株のライブラリーを

つくりました。すべてのHAとNA亜型の組み

合わせ144通りのウイルス4000株以上が揃っ

図表5　パンデミックウイルスの出現に果たす豚の役割

図表4　パンデミックインフルエンザウイルスの出現機序
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ています。ライブラリーからH1N1, H5N1, 

H6N2, H7N7, H7N9 およびH9N2 ウイルス

を用いて調製した不活化ウイルス全粒子ワクチ

ンは、マウス、鶏と猿に攻撃ウイルスに対する

十分な感染防御免疫を誘導しました。どんな亜

型のウイルスがパンデミックウイルスとして出

現してもワクチン株は用意されているというこ

とです。 

H5N1、H5N8、H5N6、H7N9鳥インフル

エンザウイルスが次のパンデミックを起こすと、

喧伝されていますが、まず起こさないと思いま

す。過去4回のパンデミックウイルスはすべて

豚から来ています。パンデミックウイルスのHA

遺伝子は鴨のウイルスに由来します。鳥インフ

ルエンザウイルスが変異を起こしてパンデミッ

クを起こすのではありません。 

パンデミック対策の要は、季節性インフルエ

ンザ対策の改善と強化です。世界基準の季節性

インフルエンザワクチンと効果的な治療薬の開

発と実用化することです。 

遺伝子の変異と選択について説明しておきま

す。変異ウイルスは、選択圧下で優勢になるだ

けで、ウイルスが自らの意志で変異しているわ

けではありません。鶏の間で感染伝播する間に

人に感染するウイルスに変異することはありま

せん。ウイルスに薬が働きかけて、そのウイル

スが変異するのではありません。 

普通は野生ウイルスが優勢で変異ウイルスは

検出されませんが、抗ウイルス薬存在下では、抗

ウイルス薬存在下で増殖できるウイルスばかり

になります。これが薬剤耐性ウイルスです。し

かし、抗ウイルス薬を与えていない人に感染し

たら、またもとのウイルス集団に戻る、野生ウ

イルス株が優勢になります。抗ウイルス薬耐性

ウイルスは抗ウイルス薬がある時にのみ優勢に

なれるウイルスですから、抗ウイルス薬がない

と耐性変異ウイルスは検出できなくなります。 

新しく認可されたゾフルーザは耐性ウイルス

が出るから危険だと問題視されています。耐性

ウイルスは、もともとウイルス集団の中に含ま

れていて、薬が効けば効くほど耐性ウイルスが

見えてくる。だからそれは効き目がいい証拠な

のです。 

細菌、HIVとかヘルペスウイルスのように、

細胞の中で持続感染するウイルスは別にして、

インフルエンザウイルスのRNAポリメラーゼ

はDNAポリメラーゼとは異なり、遺伝子の読

み間違いを修復する機能がないので、ウイルス

株でもクローンでもそれを構成するウイルス集

団にはアミノ酸配列が異なる変異ウイルスが混

在しています。抗ウイルス薬存在下では、その

薬剤が結合できない変異ウイルスのみが増殖し

ます。ウイルスに薬剤が結合して、ウイルス個

体が変異を起こすのではありません。 

不活化ウイルス全粒子ワクチンのほうがスプリットワクチン（日本ではHA
ワクチンと呼称）よりはるかに免疫誘導能が高い 

今、世界で使われているインフルエンザワク

チンには、ウイルス全粒子ワクチン、エーテル

や界面活性剤でウイルスを分解したスプリット

ワクチン、HAやNAだけを精製したサブユニ
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ットワクチン、それと生きたウイルスを弱毒化

した生ウイルスワクチンの4種あります。主流

となっているのはスプリットワクチンです（図

表6）。ビル・ゲイツ財団が出資し、アメリカ合

衆国が総力を挙げて開発を進めている、すべて

の亜型のウイルスに効くユニバーサルワクチン

も、新聞をにぎわせて

いますが、無理だと思

います。 

免疫変性が高く、安

全なワクチンの開発と

実用化を図るために、全

インフルエンザワクチン

メーカーの参加を得て

「全日本インフルエンザ

ワクチン研究会」をつく

りました。1年に2回ず

つ会合を持ち、5年経っ

て第10回を数えました。 

各メーカーに同一の

精製ウイルスバッチか

ら調製して提供いただ

いた不活化ウイルス全

粒子ワクチンとスプリ

ットワクチンの免疫原

性と安全性を比較した

結果、全粒子ワクチンの

ほうがスプリットワクチ

ンよりも免疫誘導能が

はるかに高いことがわか

りました。今は厚生労

働省とAMED（国立研究

開発法人日本医療研究開

発機構）の支援のもと、臨床試験の第IとII相の

段階にあります。これがうまくいくと、アメリ

カ合衆国もオーストラリアもフランスも後に続

くでしょう（図表7）。

図表6　インフルエンザワクチン

図表7　世界基準のインフルエンザワクチンの開発と実用化を目指して
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（敬称略）

品川　パンデミックウイルスは非常に伝播力が強いけれども、病原性はそんなに高くな

いということですが、パンデミックインフルエンザに感染した場合には、病原性

は普通の季節性インフルエンザとほとんど同じであると考えればいいですか。 

喜田　パンデミックウイルスは1年きりなのです。なぜパンデミックを起こすかという

と、人々に免疫がないからです。広がりやすさはものすごい。すなわち伝播性は

高い。季節性インフルエンザの場合は、ウイルスに対する免疫を持つ人が多くな

りますので、その免疫圧下で選択された抗原変異ウイルスが優勢になるというこ

とです。人から人に受け継がれて、人の体で増えるウイルスが選ばれるので、人

における増殖力は季節性インフルエンザウイルスのほうが高い。すなわち季節性

インフルエンザウイルスのほうが、パンデミックウイルスより病原性が高いとい

うことです。 

品川　最初に発生した時はパンデミックであるけれども、次からは季節性インフルエン

ザと同じになってくると。 

喜田　いつまでもパンデミックではないのです。 

松川　最初のほうのお話で、もともと鴨では病原性がなかったウイルスが、鶏に感染す

ることによってどんどん病原性を獲得していていくと。 

喜田　鶏に対する病原性です。 

松川　それはどういう仕掛けなのでしょうか。 

喜田　ウイルスが増殖することに対する生体の自然免疫応答が病気です。ウイルスが急

激に全身で増えたら、それに対する過剰な自然免疫応答の結果として重症になる

わけです。 

吉川　今の理論でいうと、北方の鴨で流行っている時には、鴨に対してより増殖性のい

い病原性の高い組み合わせが選ばれることはありますか。 

喜田　ありません。 

吉川　それは増殖部位が違うからですか。 

喜田　それも関係があるかもしれません。それよりも、ポイントは、どれだけ長い歴史

があったかわかりませんが、鴨とインフルエンザウイルスは共生関係にあるわけ

です。従って、選択圧がないので変異ウイルスが優勢になることはありません。遺

伝子も抗原性も変わらず安定に受け継がけれています。 

大櫛　タミフルを使い始めたがために、逆に季節性インフルエンザが毎年流行するきっ
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鳥インフルエンザとパンデミックインフルエンザ

かけになったのではないかという疑念があります。自然感染して獲得した全粒子

ウイルスワクチンのようなものが体にできるほうがむしろ免疫が強くしっかりつ

くのではないでしょうか。 

喜田　それは予防投与に使いたいという医師に対して私が申し上げていることです。症

状が出てしまっている時にはウイルスが既に増殖していますので、十分な免疫刺

激となって、それに対する応答としての免疫が成立します。従って、治療に抗ウ

イルス薬を使うことに問題はありません。 

大櫛　私以上の歳の人は、多分昔インフルエンザにかかっていて、免疫をある程度維持

しているからあまり発症せず、若い人が発症すると理解していますが、それでい

いですか。 

喜田　いいと思います。ですから、薬による対抗手段と免疫による対抗手段はちょっと

戦場が違うと思いますが、どちらもウイルスの増殖を抑制する圧力にはなります。 

大櫛　わずか1日ほど発熱が早く収まる程度ならば、むしろタミフルなどを使わずに

自然免疫を獲得したほうが、将来的にはいいのではないかという意見もありま

すが……。 

喜田　ええ。それは否定できませんが、薬を使ったほうが早く治り、早く熱が下がりま

す。そのほうがいいのではないかと思います。加えて、抗ウイルス薬の投与が、重

症化と入院の予防になることは明らかです。

・・・・・
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●きだ・ひろし 昭和43年3月、北海道大学獣医学研究科修士課程を修了。武田薬品工業㈱で技術研究職としてワクチン開
発に従事の後、昭和51年3月、北海道大学獣医学部講師、53年4月、同助教授、平成6年6月、北海道大学獣医学部教授。平
成13年5月、北海道大学大学院獣医学研究科長、獣医学部長等を歴任し、現在は北海道大学名誉教授・ユニバーシティプロフェ
ッサー、北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター特別招聘教授・統括。WHO指定人獣共通感染症対策研究協力センター長、
長崎大学感染症共同研究拠点長などの要職を務める。平成19年、日本学士院会員、平成29年、文化功労者。
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2
持続可能な畜産を目指す畜産品質保証
システムですが 日本での普及の遅れには
さまざまな問題点があります

現代畜産の反省から生まれた畜産の品質保証システム

初めに、畜産GAP開発の契機となった現代畜

産の特徴と課題についてお話しいたします。世

界にはさまざまな畜産GAPがありますが、私は、

これらの品質保証システムは現代の集約的畜産

への反動から発達したと考えております。現代

の畜産、特に企業的畜産では、最小のコストで

最大限の収益を上げることを追求しています。 

収益性を上げるために、家畜の遺伝的改良に

よって個体の産肉能力、産卵能力、泌乳能力、

繁殖能力を高め、配合飼料を使って家畜の発育

ステージごとに必要十分な栄養素を補給し、土

地や時間を有効利用できる飼養技術や泌乳技術、

搾乳技術を用いて家畜個体の生物的能力を最大

限に発揮させるようにしています。

さらに、アメリカなどでは泌乳量を増やすた

めに成長ホルモンを注射したり、全世界的には

成長促進のために抗生物質を使ったり、産肉性

を高めるためにラクトパミンという化学物質を

使うなど、薬剤に依存しているのも現代畜産の

特徴ではないかと思います。 

しかしこのように収益性を追求したことによ

り、さまざまな問題が発生しているのも確かで

す。例えば家畜の遺伝的な改良の過程で、生物

的多様性が失われました。また、現在の畜産で

は土地資源を有効に活用するために、狭いとこ

ろでたくさんの家畜を飼っています。このため

にアニマルウェルフェアが犠牲になっています。

アニマルウェルフェアとは家畜がいかに快適な

環境下で育てられているか、家畜本来の行動が

とれるような状態で飼われているかどうかなど

農場HACCP、JGAP、グローバルGAPの
考え方と現場の対応
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東京大学大学院農学生命科学研究科 農学国際専攻長・教授　杉浦 勝明

収益を優先させる現代の畜産への反省から生まれた畜産品質保証シス
テムは、持続可能な畜産を確保するためのものです。ところが日本では、
審査のコストが高い、認証を取得しても流通面などでのメリットが少ない
といった、解決すべき課題も多く、普及が遅れています。日本の代表的
畜産品質保証システムである農場HACCP、JGAP、グローバルGAP
の考え方と現場の対応について、杉浦勝明先生にお話をうかがいました。
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を求めたもので、OIE（国際獣疫

事務局）による国際基準が作成さ

れつつある状況にあります。 

アニマルウェルフェアが犠牲に

なると家畜にストレスがかかり、

感染症に対する抵抗力が低下し

ます。その上、狭いところに多数

の家畜が飼養されていることから感染症が一旦

侵入すると広がりやすく、被害も大きくなりや

すいというのが現代畜産の特徴ではないかと思

います。 

このような現代畜産への反省から生まれたの

が、畜産の品質保証システムです。イギリスの

スーパーなどに行くと、そこで売られている豚

肉にはASSURED FOOD STANDARDSのロ

ゴが入ったRed Tractorのラベルがついていま

す。フランスではLabel Rougeのロゴが入っ

たラベルをつけた鶏肉を見かけることがありま

す。オランダに行くと、最近では必ずしもラベ

ルはついていないものの、IKB（食品安全・品質

認証システム）の認証を受けることが一般的に

なり、それに基づいて畜産物は流通しています。

図表1は農水省や日本GAP協会がよく使う地図

で、世界各地の主要なGAP(Good Agricultural 

Practiceの略、農林水産省の呼称は「農業生産工

程管理」)を示しています（図表1）。

しかしよく調べてみると、この地図に載って

いるGAPには家畜や畜産物を対象としていな

いものも含まれています。例えばCANADA 

GAPは青果物しか対象にしておらず、家畜を対

象にした品質保証システムは別にあります。

Mexico GAPとChile GAPも青果物や穀物し

か対象にしていません。ニュージーランドGAP

も青果物が対象で、ケニアGAPも畜産物は対

象にしていません。一方、JGAPは2017年か

ら家畜、畜産物を始めました。中国GAPやタ

イGAPは畜産物も対象にしています。 

家畜や畜産物を対象としている品質保証シス

テムのうち代表的な畜産のGAPを挙げると、イ

ギリスのRed Tractor、フランスのLabel 

Rouge、オランダのIKB、デンマークのGRMS、

ドイツのQS、カナダのCanadian Beefや

PigSAFE、PigCARE、 米 国 の Beef Quality 

AssuranceやPork Quality Assuranceなど

があり、これらの畜産GAPは果物や野菜を対

象とするGAPとは別の枠組みの中で発達して

きたという経緯があります。 

畜産の品質保証システム、すなわち畜産GAP

では、食品安全、家畜衛生、アニマルウェルフ

ェア、労働安全、人権保証、環境保全、生物多

様性、抗菌剤の慎重使用、トレーサビリティと

いった項目のそれぞれについて管理基準を定め、

保証対象としています。これらの項目のうち、

食品安全と家畜衛生は最終製品に反映される品

質ですが、その他の項目は最終製品を見ただけ

ではわかりません。生産過程で一定の管理基準

の順守を要求するもので、それによって結果的

に持続可能な畜産を確保することに繋がる基準

ではないかと思います(図表2)。
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図表1　世界各地の各種GAP
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畜産物対象品質保証システムの保証
内容と認証方法 

品質保証システムの対象品目とは何でしょう。

JGAPやグローバルGAPは畜産物も対象にして

いますが、畜産物が対象になっていないものも

あります。畜産が対象となっている場合には、

どのような項目が保証内容になっているのでし

ょう。食品安全、家畜衛生、アニマルウェルフ

ェアなどはシステムの対象になっていますが、

そのほかはどうでしょう。 

また、認証方法についてもさまざまです。大

体の場合は第三者認証がとられていますが、二

者認証がとられているものもあります。チェー

ンアプローチといって、川下のと畜場などを評

価するシステムがとられているかどうかも注目

すべきポイントです。 

さらに、単なる管理基準だけでなく、

HACCP(Hazard Analysis Critical Control 

Pointの略、危害分析重

要管理点)システムが含

まれているかどうかもポ

イントです。グローバル

GAP や GFSI(Global 

Food safety Initiative)

などとの同等性や、承認

をとっているかどうかと

いうことも、品質保証シ

ステムを見る時の注目ポ

イントになるでしょう。 

図表3はJGAP畜産物

の管理基準です。最近ま

で、JGAPは青果物、穀物、

お茶が対象品目でしたが、2017年から畜産物

も管理基準をつくって認証対象になりました。

具体的にはどのような項目が保証対象となっ

ているかを見てみましょう。Aの経営の基本に

は、飼養衛生に関する管理、放牧の管理、生産

工程におけるリスク管理、商品管理、動物用医

薬品等の管理、施設の管理などがあります。C

の生産資材等の管理には、精液・受精卵・素畜

の管理、飼料の管理、敷料の管理などの基準が

あります。これらは食品安全や家畜衛生に関す

る管理基準です。 

そのほか、アニマルウェルフェアに関する管

理基準も設定されています。また、Bの経営資

源の管理には作業者および入場者の衛生管理や

労働安全管理および事故発生時の対応といった、

図表２　保証対象

図表３　JGAP畜産物の管理基準
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労働安全と人権保障なども基準として定められ

ています。さらに、エネルギー等の管理や地球

温暖化の防止、廃棄物の管理および資源の有効

利用、周辺環境への配慮および地域社会との共

生、生物多様性への配慮といった環境保全、抗

菌剤も含めた動物用医薬品等の管理も基準とし

て含まれています。 

個体識別（トレーサビリティ）も対象となって

おり、具体的な管理基準の内容は別にして、一

応すべての項目が保証対象になっています。

グローバルGAPと世界各国の品質保証システムの特徴

グローバルGAPは、1997年にEU加盟国の

小売業者団体が、安全な農産物を生産するため

の管理基準を作成したのが始まりです。当初は

ヨーロッパの小売業者の頭文字をとってEUREP 

GAPと呼ばれていました。 

グローバルGAPの対象品目には大きく分け

て農作物、畜産、水産養殖の3つの基準があり、

それらは全部で16種の品目に分けられ適用さ

れています。そのうち畜産に関しては、牛、羊、

豚、酪農、子牛、家きん、七面鳥の7品目が対

象です。 

グローバルGAPの豚の管理基準を見ると、全

農場基本モジュール、畜産基本モジュール、豚

モジュールの3つに分けられており、それぞれ

に食品安全や家畜衛生に関する基準があります。

アニマルウェルフェアに関する基準として、豚

の取り扱いや野外飼育の豚に関する基準もあり

ます。また、作業者の健康・安全および厚生と

いった労働安全に関する基準や、環境保全に関

する基準もあります。抗菌剤の慎重使用に関す

る基準やトレーサビリティに関する基準もあり、

ざっと見た限りは生物多様性を除き、ほとんど

の項目を保証対象として管理基準がつくられて

いることがわかります。 

では、世界各国の品質保証システムはそれぞ

れどのように発展してきたのでしょう。イギリ

スのRed Tractorは2000年の設立です。当時

はBSEが問題になっていたことから、消費者の

不安を解消するために設立されました。正式名

称はAssured Food StandardsなのですがRed 

Tractorという愛称で呼ばれており、畜産物だ

けでなく青果物や穀物も対象になっています。 

その後2012年のロンドンオリンピック開催に

向け持続可能な畜産を目指して拡充され、当時

はオリンピックに供給する食品にはすべてRed 

Tractorのマークをつけることが要求されました。

Red Tractorの豚の管理基準には家畜衛生、アニ

マルウェルフェア、抗菌剤の慎重使用、トレー

サビリティなどが対象になっており、イギリス

の農家の7万8000戸が参加しています。畜産関

係では養豚農家が最も多く参加しており、90%

がRed Tractorに参加し認証を受けています。 

フランスのLabel Rougeは1960年に設立さ

れました。戦後の世界では畜産の集約化が急速

に進みましたが、フランスでは伝統的な畜産が

維持されてきたという経緯があります。フラン

スにはずっと以前から、ワインなどを対象にし

た 原 産 地 呼 称 統 制（AOC: Appellation 

d'Origine Contrôlée）制度があり、フランスの

品質保証制度の発展の基礎になっています。
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Label Rougeの特徴は伝統的な生産方法を用

いることが大前提になっていることです。生産

条件は生産者の組合と公的専門機関が作成し、

国が政令として定めます。そして、国と公的専

門機関が生産と流通において指導と監視を行い

ます。国の関与が強くなされているというのが

大きな特徴でしょう。 

Label Rouge 鶏の技術説明書を見ると、

Label Rougeの鶏を飼育している農家は、最低

限守るべき生産上の条件が要求されています。

飼育方法として、例えばひなは6週間以内に系

統を確認し、認証機関が発行する脚環を付けま

す。21週齢以降は採光、給餌計画を生産基準

で定めます。また、「農場産（fermier）」（=伝統

的な放牧方法で育てたもの）と表示する鶏につい

ては、21週齢以降は11時から日没までは放し

飼いの場所を設ける、放し飼いの草地は1羽当

たり2.5㎡確保しなければならない、鶏舎内は

1㎡当たり10羽以下となるようにしなければな

らないといった、主にアニマルウェルフェアに

関する基準が定められています。 

飼料についても細かい基準が定められていま

す。衛生管理は、県獣医局の同意を得て衛生計

画を定める、衛生計画は認定機関が指名する獣

医師の責任で定める、採卵鶏を治療した場合に

は県獣医局に報告しなければならないといった、

公的機関の関与がかなり求められています。加

えて、と畜週齢および賞味期限に関する基準も

設けられています。 

このように、Label Rougeでは衛生計画への

当局の関与と、生産方法について技術説明書で

義務付けることによって、結果的に食品安全、

家畜衛生、アニマルウェルフェアなどの基準を

確保しています。ちなみに、Label Rougeの対

象品目のうち畜産物が最も売り上げが多いです

が、フランスのすべての畜産農家がLabel 

Rougeに参加しているわけではありません。 

ドイツでは、2001年にBSE危機を契機に品

質保証システムQSが設立されました。牛肉、

豚肉、家きん肉だけでなく、果物や野菜も対象

になっています。具体的な保証対象は、食品安

全、家畜衛生、アニマルウェルフェア、抗菌剤

の慎重使用などで、ほかのシステムと同じよう

に年に1回査察を受け、認証を受けたり更新し

たりするようになっています。しかしその査察

以外にも、抗菌剤の使用量、サルモネラ感染、

農薬などの残留、飼料のモニタリングを受ける

ことが義務付けられています。 

ドイツでは2019年4月現在6万2856戸の畜

産農家や業者がQSに加盟し、認証を受けてい

ます。これは生産段階だけでなく、飼料生産、

家畜の輸送、と畜場、加工・小売りの基準もあ

り、飼料は3379の業者、輸送が1516、と畜が

306、加工が395、小売業者は2万4584が認証

を受けています。ドイツは家畜や畜産物の輸入

国でもあり輸出国でもあるということで、ドイ

ツに輸出するほかのEU加盟国でもかなりの農

家や業者がQS認証を受けているのが現状です。 

カナダではCANADA GAPがありますが、こ

れは畜産物を対象にしたものではありません。

豚肉を対象にしたものには、PigSAFE、

PigCARE、PigTRACE があります。Canadian 

Pork Councilという機関がこの基準をつくっ

ており、食品安全、家畜衛生、アニマルウェル

フェア、抗菌剤の使用、トレーサビリティとい

ったものを対象に品質保証を行っています。
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認証の種類と認証にかかわる組織の構成

認証には生産者が自ら管理基準を満たしてい

るかを確認する第一者認証、取引業者などの利

害関係がある人が確認する第二者認証、生産者

や取引業者などの利害関係がない第三者の確認

による第三者認証があります。今までお話しし

た品質保証システムのほとんどは、第三者認証

を行っています。 

第三者認証を前提とした場合、認証を行う仕

組みとして以下のような組織が必要になります。

まず、管理基準をつくる機関（スキームオーナ

ー）、農家の査察をして実際に認証を行う認証

機関、認証機関が正しく適切に認証を行ってい

るかどうかを調べて認定を行う認定機関、農家

数が多くなるとデータベースに蓄積して管理す

る必要があるので、データベース管理運営機関

の4つの機関です。 

図表4は日本の農場HACCP認証に関する組

織です。農場HACCP認証協議会という機関が、

認証機関である中央畜産会とエス・エム・シー

株式会社を認定しています。通常、認定機関は

独立的な機関が行いますが、日本の農場

HACCPでは中央畜産会、エス・エム・シー株

式会社、学識経験者が認証協議会を構成し、事

務局は中央畜産会の中にあります。この2つの

認証機関は審査委員を畜産農家に派遣して査察

を行い、基準を満たしていれば認証を行います。

2019年8月8日現在、249の畜産農家が農場

HACCPの認証を受けています。スキームオー

ナーは、認証基準を定めている農林水産省とい

うことになります（図表4）。

一方のJGAPでは日本GAP協会がスキーム

オーナーであり、認証機関を認定する機関にも

なっています。認証機関は農場HACCPと同様、

中央畜産会とエス・エム・シー株式会社です。

2019年7月10日現在、100戸の畜産農家が

JGAPの認証を受けています（図表5）。

グローバルGAPでは、グローバルGAPの本

部がスキームオーナーになっています。世界に

41の認定機関があり、本部との間で覚書を結

んでいます。これらの認定機関が世界各地の

145の認証機関を認定しています。これらの認

証機関が、2017年には世界中の18万の農家の

認証をしています。認証生産者の大部分はEU

加盟国の生産者ですが、最近ではアジアや東ヨ

ーロッパ、特にウクライナ、ベラルーシで認証

を受ける生産者が増えています。 

とはいうものの、認証生産者に占める畜産農

家の割合は非常に少なく、18万農家のうちの

約5000戸にすぎません。また、この5000戸の
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図表4　農場HACCP認証に関係する組織

図表5　JGAP畜産の認証に関係する組織
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うち直接グローバルGAPの認証を受けている

農家は約1000戸にとどまっており、主にスペ

インの養豚農家とブラジルの家きん農家が直接

認証を受けており、残りの4000戸はオランダ

の養豚農家です。オランダのIKBがグローバル

GAPと同等性ベンチマーキングを受けており、

そのためIKBの認証を受けると自動的にグロー

バルGAPの認証もとれるという仕組みがある

ことから、オランダの養豚農家が多い結果にな

っています。

HACCPとGAPの関係とHACCP適用のためのガイドライン 

次に、HACCPとGAPの関係についてお話し

したいと思います。GAPとは、安全で品質の良

い農産物や畜産物を生産するための生産段階で

の品質保証システムで、既に述べたとおり、保

証対象は食品安全、家畜衛生だけでなく、アニ

マルウェルフェア、環境保全、人権保障などさ

まざまです。 

一方のHACCPは、食品安全の確保を目的と

して食品製造における食材の入荷から出荷まで

のすべての工程で事前に危害要因を分析し、そ

れを防止する上で重要な工程を重要管理点

（CCP）として特定し、それを監視することに

よって危害の発生を未然に防止することを意図

したシステムです。 

HACCP適用のためのガイドラインには、7

つの原則と12の手順があります。手順1から手

順5が準備段階で、対象品目を明確化したり、生

産工程を図にしたフローダイアグラムを作成し

たりという作業が相当します。 

手順6から手順12がHACCPの原則1から原

則7に相当します。原則1と2で危害要因の分析

とCCPの設定をして、原則3から7でHACCP

計画をつくります。CCPについてはHACCP計

画で対応するというのがHACCPということに

なります。 

もともと、HACCPは食品の加工・製造段階

で危害を防止し、食品安全を確保するために開

発 さ れ た も の で、 基 本 はGMP（Good 

Manufacturing Practice） と GHP（Good 

Hygienic Practice）でした。しかしこれらの方

法で対応できない管理点についてはHACCPに

より対応するという方法が開発され、食品加

工・製造段階では普及してきたわけです。日本

の農場HACCPも、基本としては一般衛生管理

プログラムがあり、その上にHACCPがあるわ

けです。 

日本の農場HACCPは、生産段階での食品安

全と家畜衛生の確保を目的としていますが、そ

の前提となる一般衛生管理プログラムも食品安

全や家畜衛生の管理基準からなるわけです。一

般衛生管理プログラムについては、衛生管理規

範を参考にして各農家が作成するという規定に

なっています。衛生管理規範には生産環境の衛

生管理など詳細な衛生管理規範が定められてお

り、それ以外にも家畜伝染病予防法など、その

他の法令に適合しているかを確認し、不十分で

あれば補完するという決まりになっています。

実際には、各農家は準備段階でフローダイアグ

ラムを作成し、各作業工程の衛生管理方法とし

て衛生管理規範を参考にして、自ら一般衛生管



理プログラムを定めておくこ

とになっております。一般

衛生管理プログラムでは対

応できない重要管理点につ

いては、HACCPで対応する

ことになります（図表6）。 

家畜衛生と食品安全まで

は 農 場HACCP で す が、

JGAPには図表7のように、

アニマルウェルフェア、労働安全、人権保障、

環境保全、生物多様性、抗菌剤の慎重使用、ト

レーサビリティといった項目を確保するための

管理基準も含まれています。 

先ほどのHACCPの手順に戻ると、HACCP

では手順6と7で危害分析をしてCCPを決定し

ますが、実際にどのような作業工程がCCPと

してHACCP計画で対応されているのかを見る

と、酪農では酸・アルカリ洗剤のバルク乳への

混入、肉用牛では抗菌剤の残留や注射針の残留、

豚ではサルモネラ感染豚の出荷、抗菌剤の残留

や注射針の残留、ブロイラーでは抗菌剤の残留、

採卵鶏ではサルモネラの残存などが、作業工程

の例としてCCPに指定されています。そして、

最後の手順12で文書化・記録方法を定めた

HACCP計画を作成し、この計画に基づいて

CCPの監視を行っています。 

CCPの決定の仕方は、日本の農場HACCPで

は農家ごとに危害分析してCCPを決定してい

ます。一方、諸外国では農家ごとに危害分析せ

ず、全国の畜産農家の衛生水準が同一だという

前提の下、典型的な農家を対象に危害分析を行

い、全国同一のCCPを定めるという方法をと

っている国が多く見られます。この方法のほう

が個々の農家で危害分析するという手間が省け

るだけでなく、結果的に一定水準の品質保証に

もつながるということです。例えば、カナダ政

府では飼料に添加する抗菌剤の残留、飲用水に

添加する抗菌剤の残留、注射針の残留の3つを

CCPにして、全国の参加養豚農家に適用してい

ます。

HACCPやGAPはなぜ日本で普及しないのか

最後に、HACCPやGAPはなぜ日本で普及し

ないのかについて、私個人の意見を述べたいと

思います。 

日本において、今年（2019年）3月27日現在、

266の農家が農場HACCPの認証を受けていま

す。そのうち養豚農家が最も多く、123です。
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図表7　生産段階でのHACCP

図表6　生産段階でのHACCP
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一方、GAPの認証を受けている畜産農家数は、

JGAPの認証を受けている畜産農家が100戸、

グローバルGAPに至ってはわずか3戸で、その

うち乳用牛が2戸、乳用牛・肉用牛が1戸です。 

これを多いと見るか少ないと見るかですが、

欧米の品質管理システムや品質保証システムで

は何千戸、何万戸という農家が参加していると

いうことを考えると、圧倒的に少ないといえる

のではないかと思います。 

その理由の1つは、フードチェーンアプロー

チがとられていないことです。農場HACCPや

JGAPの認証を受けた農家が、下流の流通業者

などから評価を受ける仕組みがないのです。 

オランダのIKBやドイツのQSは、認証をとっ

ていないと国内流通用のと畜場への出荷が認め

られないというルールになっています。その結

果、これらの国では品質保証を要求していない

ポーランドや東欧諸国に輸出している一部の農

家を除き、すべての農家が認証を受けています。 

カナダのような輸出国では、pigSAFEの認証

を受けていないと連邦政府のと畜場に出荷する

ことはもちろん、最終的な輸出が認められない

という仕組みになっています。認証を受けてい

ない農家は州政府のと畜場にしか出荷ができな

いので、国内流通しかできません。その結果、

出荷する時に買い叩かれてしまうので、みんな

が認証を受けざるを得ないわけです。 

もう1つの大きな原因は、グローバルGAPの

審査機関が日本にないことだと思います。審査

を受けようとしても審査機関が国内にないこと

から、どうしても審査コストがかかってしまい

ます。審査委員が海外から来る場合の旅費や滞

在費を含めると数十万円はかかるし、しかもそ

れを毎年払い続けないといけないということで

非常にコストがかかります。認証を受けている

農家が日本でわずか3軒にとどまっているのは、

当然のことかもしれません。ちなみに、オラン

ダのIKBの養豚農家のほとんどはグローバル

GAPの認証を受けていますが、年間わずか3万

～5万円程度で受けられるそうです。 

オーナーシップの問題も無視できません。欧

米では管理基準を作成する際、畜産農家も含め、

業界主導で作成が行われています。そのために

管理基準に対する農家によるオーナーシップ（愛

着）が醸成されています。また、欧米の品質保

証システムでは、農家はどのようなことをしな

ければならないということが管理基準で具体的、

明確に定められています。一方、日本の農場

HACCPは、CCPを設定するにも各農場が自ら

危害分析をしてCCPを決定しなければならず、

さらに、一般衛生管理プログラムについても衛

生管理規範を参考に農家が自ら作成しなければ

なりません。JGAPにおいても食品安全と家畜

衛生については農家が自分で危害分析をして対

応することが求められています。このように、日

本の農場HACCP、JGAPは欧米の品質保証シ

ステムのようにレディメードでなく、自分で基

準をカスタマイズしてつくるという準備作業が

あることが導入のハードルを高くしているので

はないかと、私は個人的には考えています。



討 議 の 抜 粋  

（敬称略）

吉川　米国由来のHACCPは、食中毒の防止を含めて安全管理というか食の安全という

テーマを基本としていますが、GAPを含めたヨーロッパの畜産品質保証システム

は、むしろ現代的な集約畜産に対するアンチテーゼとして、アニマルウェルフェ

アを含め伝統的畜産への回帰にキーを置いたような格好の哲学ですね。 

杉浦　ヨーロッパとアメリカでは、かなり温度差があります。ヨーロッパでは最低限食

品安全、家畜衛生、アニマルウェルフェア。北米では食品安全、家畜衛生が中心

で、アニマルウェルフェアが求められるようになってきたのは最近です。ヨーロ

ッパの考え方は、家畜衛生と食品安全だけへの対応では、今の畜産は持続可能で

はないという懸念を消費者が強く持っていることを反映して、アニマルウェルフ

ェア、環境保全や抗菌剤の慎重使用という基準が強く求められてきているのでは

ないかと思います。 

西村　Label Rougeのシステムは、日本の地鶏のルールと同じだと思います。要する

に、これは品質の評価であって、GAPはそれも含んでいます。HACCPは食中毒

防止など、安全性の担保に必要なものです。一方、GAPは、安全性の担保に加え

て、品質も保証しなければならないので、どちらを目指すか、きちんと区別して

進めないと混乱してしまうのではないでしょうか。 

杉浦　そのとおりです。 

西村　HACCPは大事だと思いますが、認証を取得していなくても出荷に困らないとい

うのであれば、導入を先送りし、日本の食肉生産の安全性が向上しないのではと

心配しています。 

杉浦　少なくとも下流の加工・流通段階でHACCPは導入されているわけですから、そ

れに対応して今後、生産段階でのHACCPも要求され、普及していくことが期待

できるのではないかと思います。

・・・・・
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食肉輸出を促進するためには相手国の
安全基準に対応できるHACCPシステム
の普及が重要です

すべての事業者がHACCPを行うことができるよう制度化を図る

比較的大規模な事業者に対しては、HACCP

（Hazard Analysis Critical Control Points／危

害分析重要管理点）方式による安全・衛生管理の

導入はしやすいですが、中小の事業者や零細企

業、個人事業者では独自にHACCPの手引書な

どを作成することは容易ではありませ

ん。事業者団体がなく、処理頭数が少

なく従業員の少ないと畜場においても

同様です。厚生労働省はHACCPの制

度化に向けて検討委員会を設け、各食

品事業団体によって作成された

HACCP手引書について認定を行い、

認められたものについては厚労省のホ

ームページに公表しています。 

食品（食肉）の安全性にかかわる危

害要因（物質）としては、大きく分けて生物学

的、化学的および物理的危害の3つが挙げられ

ます（図表１）。HACCPを導入することにより、

これらの危害をいかにコントロールするかが重

要です。今回、食肉(特に牛肉)生産の第一ステ

安全な食肉生産のためのと畜場におけるHACCPSection

家畜・食肉生産工程の安全基準

-2

図表1　食肉の危害要因

岩手大学名誉教授　品川 邦汎

政府は「日本再興戦略」を閣議決定し、食肉の輸出促進を図っています。
厚生労働省は、と畜場の安全・衛生管理としてHACCP の制度化を決定
し、2020年度から施行することにしています。大規模事業者や事業者
団体では比較的容易に対応することができますが、事業者団体のない
業種、また小規模な事業者やと畜場では、いかにHACCPを普及させる
か、その課題と方策について品川邦汎先生にお話をうかがいました。



ップである、と畜場のHACCP制度化について

紹介します。 

食肉の生物学的危害要因としては、食中毒・

感染症を起こす細菌、ウイルスおよび寄生虫な

どがあり、特に食中毒事件の多い腸管出血性大

腸菌(STEC)、カンピロバクターが重要です。ま

た化学的危害物質としては、動物治療や疾病予

防として飼料に添加されている抗生・抗菌物質

や、牧草などからの農薬などの残留、このほか

物理的危害物質としては、食肉中の注射針や牧

柵の針金などの混入、さらに放射性物質の残留

も問題となっています。 

これらの危害要因の中では、生物学的危害

(微生物および寄生虫)によるものが、圧倒的に

多く見られます。平成11年以降の食中毒発生

統計によると、発生件数は毎年1000～1500件

で、患者数は1万5000～2万人であり、STEC

よる死亡事例も報告されています。これらの中

で事件・患者数の最も多いものは、ノロウイル

スとカンピロバクター食中毒です。 

食肉の中では、牛肉によるSTECが最も重要

であり、発生件数は毎年十数件～20件で、患

者数は200～500人と見られています。このほ

か人－人感染および原因食品不明の患者が1人

の散発事例が多い(毎年患者数2000～2500人)

ことも特徴です。また、STECの保菌動物とし

ても牛が最も多く、このほかジビエとして喫食

されている鹿も保菌しています。 

食肉の食中毒で多いのはカンピロバクターと腸管出血性大腸菌（STEC）

食肉およびその加工品による食中毒事件では、

牛肉や加工品（ハンバーグ、ローストビーフや焼

肉など）によるSTEC食中毒が重要ですが、事件

として圧倒的に多いのは食鳥肉(鳥刺し、焼鳥な

ど)によるカンピロバクター食中毒です。なお

STEC食中毒は、漬物などの野菜や果物でも多く

発生しており、これらの原因としては、

畑などの農場に使用されている牛堆肥

中のSTEC汚染によるものと考えられ

ています（図表2）。 

このほか、食肉調理品によるサルモ

ネラ、ウエルシュ菌食中毒も多く、特

にウエルシュ菌食中毒は、一事件当た

りの患者数が多く、給食施設(学校給

食・弁当製造など)での発生も多く、給

食病とも呼ばれています。 

食品中の菌をいくら摂取した場合、発症する

のかという発症最少菌量は、STEC・O-157で

は、食品100g中の数十個の菌を摂取すると下

痢腹痛などを発症します。またカンピロバクタ

ーについては人体投与実験が行われており、数

百～数千個で発症するといわれています。 
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図表2　腸管出血性大腸菌とカンピロバクターの原因食品別事件数と患者数
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牛のSTEC保有部位は腸管ですが、口腔内に

も存在しており唾液からも検出され、観光牧場

やふれあい牧場で牛に接し唾液からの感染もあ

り、手洗いなどの注意喚起が行われています。ま

た、牛が保有しているO-157やO-26は、年間

を通して同じ割合で保有されておらず、夏季の

6月から9月に保有率は上昇し20～30％が陽性

で、この時期にSTECの感染リスクも高くなっ

ています。その要因として、気温の上昇により

菌も増殖しやすく、牛舎内また放牧中の牧草や

土壌からの感染も高くなると考えられています。 

一般に市販されている食肉は、と畜場法で

と畜場でと畜・解体されたものと定められて

おり、その対象動物は家畜(牛、豚、馬、綿羊、

ヤギの５種類)と規定されています。さらにと

畜処理では、と畜検査員の専門の獣医師が1頭

ずつ検査をし、疾病排除、抗生物質・農薬な

どの残留物質、および病原微生物の感染防止

などの衛生管理を行っています。しかし今日、

多く喫食されている野生鳥獣肉(ジビエのシカ、

イノシシなど)については、と畜場法の規定外

であり、獣医師による検査も十分行われてお

らず、今後安全性の確保については重要な課

題です。 

食肉の輸出は相手国が認定したと畜場からのみ可能

日本国政府は、食品・農畜産物の輸出促進の

ための「日本再興戦略」として、農林水産物・

食品の輸出額を2020年には1兆円に、2030年

には5兆円にする目標を閣議決定しています。食

肉の輸出についても推進しており、と畜場の食

肉処理において、海外で実施されているHACCP

システムの導入が必要といわれています。厚生

労働省はHACCPの制度化に伴い、と畜場は

「HACCPに基づく衛生管理」を行うことを決定

しています。 

食肉の輸出入については、当事国の2国間交渉

によって行われていますが、輸出においては相

手国の求める衛生要件に適合しなければならず、

またと畜場(と畜処理)についても査察が行われ

ています。 

米国などに食肉を輸出する場合、わが国では

と畜場の認定が行われており、食肉も指定され

た牛肉と定められ、これらは「対米認定と畜場」

でと畜処理されたものと規定されています。こ

のほかカナダや香港への輸出についても、高い

衛生基準が設けられています。現在、「対米認定

と畜場」は全国に９カ所が認められており、特

に九州地方には多く、鹿児島県には3カ所もあり

ます。このほか食肉の輸出に関する二国間協議

では、牛肉、豚肉、食鳥肉が多くの国々に輸出

されており、衛生管理が十分に行われていない

国でも、購買国の立場から厳しい要求をするこ

ともあります。 

今日、多くの国々がHACCP導入を行ってい

ますが、アメリカ、EU、カナダ、ニュージーラ

ンドのAランク国では、国外向けに導入を要求

するとともに自国内でも制度を設けています。日

本はこれまではBランクに位置付けられていま

したが、HACCPの制度化によりAランクと認め

られることになります（図表3）。 

わが国のと畜場でのHACCP導入の進捗状況
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は、2018年4月現在で「導入済み」、あるいは

「導入着手済み」の施設が77.7%であり、小規模

の施設を除いてほとんどが導入体制にあります。

と畜場のHACCPによる衛生管理は、一般的衛

生管理とHACCPの7原則、12手順に基づいて

行われますが、これらをすべて十分に行うこと

が必要です。不備な点があっても年々改善し、向

上させていくことが重要です。  

と畜場のHACCP導入を困難にしているマンパワー 

安全で衛生的な食肉を生産するには、食品衛

生法およびと畜場法を遵守し、一般的衛生管理

（PRP）や衛生的標準作業手順書(SSOP)を作成

して行うことが基本となります。 

多数の家畜を処理している大規模と畜場では

食肉生産量も多く、消費者に安全で衛生的なも

のを提供するためには、HACCPに基づく衛生

管理は必須です。一方、小規模と畜場で

HACCP導入を困難にしている要因としては、マ

ンパワー不足で作業従事者が少なく、複数の工

程を1人が担当しなければならず、基本的事項

についても十分に行うことができないことです。 

HACCP導入には施設や構造のハード面より、

作業者が行う衛生管理のソフト面が重要であり、

手洗いや消毒、使用する機器、器具の衛生的取

り扱いなどが大切です。と畜場には食肉衛生検

査員の専門獣医師が常駐し、衛生管理について

の指導や教育を行っていますが、マンパワー不

足の施設ではこれらの指導を十分に受けること

ができず、HACCP導入を困難にしています。 

今回、国の定めるHACCPの制度化について

は、①HACCPに基づく衛生管理（仮称基準A）

と、②HACCPの考え方に基づく衛生管理（仮

称基準B）の2つが設けられており、基準Bにつ

いては衛生管理の基本となる一般的衛生管理プ

ログラムなどを作成する必要があります。と畜

場では基準Aが義務付けられていますが、その

前提となる一般的衛生管理として、施設管理と

してのネズミ対策、および場内のカビやサビの

発生防止、また衛生管理として作業従業員の健

康管理、特にノロウイルス感染防止などが重要

です。 

一方、と畜処理についてはと畜場への搬入

（受け入れ）時の家畜の健康管理と体表の糞便な

どの汚染防止が大切です。これらの管理につい

て、獣医師による生体検査としての疾病排除、

およびHACCPに基づく衛生的と畜処理の指導

が行われています。また搬入家畜の抗生物質、

農薬などの残留物質検査も抜き打ちに行われて

います。 

一般的衛生管理を実施するための基本として

は、5S（整理、整頓、清掃、清潔、習慣）を十分

に行うことです。またHACCPを進めるための

基本のSSOPや手順書などについては、PDCA
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図表3　各国の食肉処理場のHACCP導入状況
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サイクル（Plan：計画、 Do：実行、 Check：確認・

評価 、Act：改善）を繰り返し、改善をしていく

ことも大切です。  

と畜場におけるHACCPによる衛生管理

と畜場における解体処理のフローチャートを

図表4に示します。家畜搬入時の生体検査、次

いで処理工程における摘出した内臓および頭部

の疾病検査、最終工程での枝肉検査については、

獣医師が1頭ずつ検査を行っています。

また衛生的な処理を行うために、胃内容物お

よび腸内容物の汚染防止として食道および肛門

結紮、さらに内臓摘出時に腸管破損による内容

物汚染防止も重要です。このほか乳牛のと畜処

理において、乳房炎(乳腺炎)に罹患した牛では

ブドウ球菌や大腸菌などの細菌感染をしており、

乳房除去時の乳汁の汚染、剝皮時の体表(体毛

など)からの汚染などの防止も大切です。 

処理工程における重要管理点（CCP＝Critical 

Control Points）としては、家畜搬入時の疾病

排除と糞便などの汚染除去、処理工程での腸内

容物汚染のトリミング、さらに枝肉洗浄水の次

亜塩酸ナトリ

ウ ム の 殺 菌

の 濃度 (50～

200ppm) 管

理、解体後の

枝肉の冷却、

冷蔵の温度管

理も重要管理ポイントです。 

と畜場における食肉の安全確保のための3つ

の柱があります（図表5）。それらは、①疾病や

異常肉の排除、②微生物汚染防止、および③抗

生物質、農薬などの残留物質の排除であり、と

畜検査員および作業従事者が協同して取り組ん

でいます。特に、②微生物管理や③抗生物質、

農薬の残留問題は、HACCPによる衛生管理と

して対応する必要があります。 

食肉の安全性確保の基本は農場からと畜場→

加工処理場→流通→販売（店頭）→

消費者まで、一貫して行う必要があ

ります。しかし、農場での家畜生産

は農水省、それ以降のと畜処理から

販売までの衛生については厚労省と

それぞれ管轄が分かれています。今

後、安全で衛生的な食肉を消費者に

提供するためには、両省が連携・協

力して行うことが必要であると思わ

れます。 

図表4　牛と畜処理フロー

図表5　食肉の安全確保対策の「3本柱」



国際的流通におけるＧＦ
ＳＩ承認の食品安全管理
規格 　

食品(食肉)などを国際的に流

通させるためには、GFSI (Global 

Food Safety Initiatives：世界食品

安全イニシアテイブ)から承認され

た国際食品安全管理規格に基づ

いて行うことが必要です。GFSI は、食品製

造・小売り・流通・行政機関の協同によって設

立された組織で、「世界は1つ、食品安全も1つ」

をキャッチフレーズに、農場から食卓までの各

段階において食品安全に取り組んでおり、食品

安全規格は科学的根拠に基づいて設定され、世

界共通であるべきであると提言しています。 

GFSI の重要な役割は、各国の食品事業者が

作成、申請した食品安全規格について、世界の

食品安全規格を参考にして作成した「GFSI ベ

ンチマーク要求文書」との整合性を審査し、国

際食品安全管理規格として承認（現在まで11種

類と技術的同等の1種）することです（図表6）。さ

らにGFSI のミッションとしては、世界中の

消費者に安全な食品を届ける上で、確かな信

頼を築くために継続的な改善を推進すること

です。 

わが国では2016年農林水産省の支援により、

大手食品事業者によって日本食品安全マネージ

メント（Japan Food Safety Management）協会

を設立し、国際的に対応できる食品安全規格を

作成し、2018年12月ＧＦＳＩから承認（国際食品安

全管理規格：JFS-C）されました。さらにGFSI が

提唱しているグローバルマーケットプログラム

への対応として、中・小事業者に対して食品安

全管理レベルを段階的に向上させるために、

GMPとHACCPを基本とするJFS－B規格を、

またGMPを中心とするJFS-A規格も作成して

います。ＪＦＳ食品安全管理規格C、Bおよび

Aは、GFSI ベンチマーク要求文書の要求項目

を参考に、以下の3つの項目に基づいて作成さ

れています。 

１）適正製造規範（GMP）：食品安全のため

に守らなければならない基本的な衛生管理（ヒ

ト、モノ、施設の管理）に関する項目。　 

２）ハザード管理のためのHACCP：重要な

危害要因を工程管理において、悪影響のないレ

ベルに低減／除去する手法で、HACCPの7原

則、12手順に関する項目。 

３）食品安全マネジメントシステム（FSM）：

ＧＭＰとHACCPを適切かつ有効に実施するた

めの食品安全管理や仕組み、および安全方針に

関する項目。 

今回、日本発の世界食品安全管理規格が

GFSIから承認され、今後わが国の食品事業者

や農産物事業者にとっては、これらの規格の認

証を取得し、積極的に国際的な流通を行うこと

が期待されています。 
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図表6　GFSIの取組
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討 議 の 抜 粋  

（敬称略）

大櫛 と畜検査対象動物に鳥が入っていませんが……。 

品川　と畜場法で規定されている家畜とは別に、食鳥は食鳥検査法によって管理されており、法

律ではブロイラー、七面鳥およびアヒルと規定されています。 

喜田　ジビエは食肉検査のみとのことですが、と畜場に持ち込むことはできないのですか。 

品川　と畜場で処理できるのは家畜と法律で定めており、野生動物の処理は行うことができま

せん。ジビエ需要が増えてくれば、と畜場と同等の施設をつくって獣医師による検査も

必要となってきますが、現状ではジビエの衛生管理は各自治体に任されている部分が多

く、今後ジビエの安全性の問題については検討していかなければならないと思われます。 

吉川　コーデックス（CODEX＝食品規格、または食品規格計画の実施機関の食品規格委員会）

は国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）が合同委員として参画していま

すから、それなりに正当性と権威があるとわかりますが、GFSI（世界食品安全イニシア

ティブ）は民間の責任団体として、政府機関や国際機関とは全く独立したところで、国

際基準になっているわけですか。 

品川　日本食品安全マネージメント協会によって作成されたJFS食品安全規格は、コーデック

スの要件をすべて含んでおり、国際的組織であるGFSIによって承認されています。各

国の食品の衛生管理については、それぞれの国の法律に基づいて行われており、日本で

は食品衛生法に準じなければなりません。GFSIは各国の食品事業者が作成し申請された

食品安全規格を審査し、国際食品安全規格として承認しています。食品の国際的流通に

おいては、このGFSIの承認規格を取得しておく必要があります。 

西村　と畜場へのHACCPの導入が推進され、近々義務化されると思います。HACCPには基

準Aと基準Bがありますが、事業者の規模に応じて本来ならHACCP基準Aを導入した

いけれども基準Bにした場合、基準Bでも特に海外輸出に問題はないのですか。 

品川　現在、厚生労働省はすべてのと畜場に基準A（HACCPに基づく衛生管理を行う）を定

めています。食肉の輸出については、たとえ基準Aであっても、輸出相手国の審査基準

に適合しなければ輸出はできません。 

・・・・・
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●しながわ・くにひろ　昭和42年大阪府立大学農学部獣医学科卒業。大阪府立公衆衛生研究所研究員、岩手大学農学部教
授、盛岡大学客員教授などを歴任。日本食品衛生学会会長、日本獣医公衆衛生学会会長、内閣府食品安全委員会専門委員など
を歴任。現在、厚生労働省科学研究評論委員会委員、全国食品衛生検査所協議会顧問。
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3
正しい情報をわかりやすい言葉で 
繰り返し伝える地道な努力しかありません

消費者と食品安全の専門家の認識には大きなズレがあります

このところ、週刊誌などで食品添加物につい

ていろいろ騒がれていますが、なぜそうしたこ

とが起こるのかについてお話ししたいと思いま

す。まず、食品添加物について、一般の人たち

はどういう認識を持っているのでしょうか。こ

れに関してはたくさんのアンケ

ート調査がありますが、その中

の１つ、2015年（平成27年）

に食品安全委員会が公表した

「食品に係るリスク認識アンケ

ート調査」をご紹介します。 

一般消費者3600人と食品

安全の専門家161人に対して、

健康への影響に気をつけるべき

と考える項目と、がんの原因と

なると考える項目を挙げてもら

ったものです。その結果ですが、図表1の「健

康への影響に気をつけるべきと考える項目」の

上半分が一般消費者の回答、下半分が専門家の

回答です。 

一見してわかると思いますが、一般消費者と

食品の安全性について考えるSection

食の安全と情報の読み方

-1

図表1　健康への影響に気をつけるべきと考える項目

元相模女子大学教授　三輪 操

週刊誌などで消費者の食の不安を煽る記事が目につきます。中で
も食品添加物としてハム、ソーセージなどに使用される亜硝酸塩、
リン酸塩が必ず槍玉に挙げられます。厳格な安全性試験を経て使
用が許可されているにもかかわらず、なぜなのか。長らく食品添
加物の研究に携わってきた三輪操先生に、その背景、どう不安を
払拭するか、お話をうかがいました。
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専門家では答えが全く違います。食品添加物に

ついては、一般消費者は3番目に挙げています

が、専門家は挙げていなくて、一般消費者が全

く挙げていないタバコ、偏食や過食、アレルギ

ー、飲酒などに気をつけるべきとなっています。 

もう１つの設問、「がんの原因になると考え

る項目」についても、一般消費者は食品添加物

というと発がん性があるのではないかと思って

いますが、専門家はほとんどそう思っていない

ことが明らかになっています。このように、一

般消費者と専門家とでは食品添加物に対する認

識が大きく違っています。これは一般消費者に

添加物に対する誤解や思い込みがあるのではな

いかと考えられます。 

食品の製造・加工・保存の目的で使用するものが食品添加物 

「食品添加物」とは何かを簡単におさらいし

ておきます。食品衛生法の第４条２項に食品添

加物の定義が書かれています。「添加物とは、食

品の製造の過程において又は食品の加工若しく

は保存の目的で食品に添加、混和、浸潤、その

他の方法によって使用するものをいう」とされ

ています。 

簡単にいうと、「食品の製造・加工・保存の

過程で食品に加えられるものは、天然物でも化

学的合成品でも、最終的に食品に存在しなくて

もすべて添加物」です。以前は天然物、化学的

合成品と分けていましたが、どちらでも、最終

的に食品に存在しなくても、これはすべて食品

添加物ということになりました。 

では、現在、食品添加物は何種類くらいある

と思いますか。図表2にあるように、まず、「指

定添加物」といって、安全性と有用性を厚生労

働大臣が確認して、使ってよろしいとなったも

のが、463品目あります。 

「既存添加物」というのは、それまで天然添加

物に対して特に規制がなかったのですが、化学

的合成品と同等に考えるということで法律が改

正になりました。その際、すでに使用されてい

て、長い食経験があるものに

ついては、例外的に使用・販

売が認められました。それが

「既存添加物」です。安全性

に問題があるもの、あるいは

今はもう使っていないものは

どんどんなくしていく方向に

あり、現在365品目です。で

すから、指定添加物と合わせ

て828品目あります。 

指定添加物と既存添加物

図表2　食品添加物の分類と品目数



食品の安全性について考える

46

3Section -1
はリストがあって、そのリストに載っているも のだけが使えることになっています。 

食品添加物として指定する条件の１つは消費者にとっての「有効性」

ある物質を食品添加物として指定する時の条

件ですが、「食品添加物は、人の健康を損なう

おそれがなく、かつその使用が消費者に何らか

の利点を与えるものでなければならない」とさ

れています。つまり、「安全性」と「有効性」

が確認されることが必要ですが、この「有効

性」というのは、あくまで消費者に対する利点

です。ここのところを消費者の方は間違えてい

て、企業にとっての利益ではないかという方が

いますが、「食品の本質を変化させて、消費者

を欺瞞する恐れがある場合」や、「劣悪な原料

の使用を隠蔽するなどの目的で使用した場合」

には指定されることはありません。 

ここでいう「食品添加物の有効性」ですが、

いくつか例を挙げておきます。食品というのは、

加工したり、貯蔵、調理する間に栄養成分が壊

れてしまったり、流出してしまうことがあるの

で、そうしたものを補うためのものがまずあり

ます。 

また、特定の食事を必要とする消費者のため

に使われるものもあります。高齢になって、飲

み込む力が弱まると、誤嚥性肺炎を起こしやす

くなります。それを防ぐために、介護食用のト

ロミ剤という食品添加物を使ってスルッとうま

く飲み込めるようにするという使い方もありま

す。エネルギーのとり過ぎや運動不足などで肥

満に悩む方にとっては、カロリー量が少なくて

甘さを楽しめる人工甘味料は強力な味方になっ

ています。 

さらに、食品の品質保持や安定性の向上を目

的として、保存料、防かび剤、酸化防止剤など

が使われていますし、日本では、食を目で見て

楽しむ文化がありますが、その実現のための着

色料もあります。お正月に使われる紅白のかま

ぼこもそうです。 

食品添加物は、食品の製造、加工、調理、貯

蔵過程などで、補助的なさまざまな役割を果た

しているといえます。 

「安全性」確保のため1日摂取許容量（ADI）を決めています

「安全性」についても、図表3にあるようにさ

まざまな食品添加物の安全性試験が行われてい

ます。 

安全性試験をクリアしたものについては、実

際にどのくらいの量を使っていいかという使用

基準を決めます。その決め方ですが、実験動物

を使って、さまざまな量を餌に添加していくと、

どこかの時点で健康被害が起きます。その時の

量を無毒性量といいます。さらに量を増やすと、

どこかで死亡する、その時の量を最小致死量と

いいます。 

この動物実験の結果から、ヒトでの使用基準

を決めるわけですが、動物とヒトでは感受性が

違い、どちらの感受性が高いかは、ものによっ
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Section

て違うのですが、ヒトのほうが感受性が高いと

して、安全性を考えて量を10分の1にします。 

また、ヒトでも年齢、男女差、健康状態など

によって感受性が違うため、無毒性量に種の違

いの10分の1、これにヒトでのいろいろな条件

の違いで10分の1、つまり100分の1を掛けた

量を1日摂取許容量（ADI）と決めます。この

ADIは、ヒトが一生涯にわたって毎日摂取して

も健康に何の影響も出ない量ということです

（図表4）。 

このADIをもとに実際の使用基準を決めるの

ですが、食品添加物の場合には、どういう食品

に使いたいのか、その食品を私たちはどのくら

い摂取しているのかを考えて、いろいろな食品

から摂取しても、このADIを超えないように使

用基準が決められています。 

食品添加物はパッケージに必ず表示する義務があります

使われた食品添加物は必ず表示する必要があ

ります。パッケージに原則、物質名で表示する

ことになっています。これは国によって違いま

す。日本は物質名ですが、そうでない国もあり

ます。表示の順番も決められており、まず原材

料を重量順に、そのあとに添加物を重量順に記

載します。ただ、ズラズラッとたくさん書かれ

ていると、どこからが食品添加物かわからない

という消費者の要望もあり、2015年（平成27

年）に食品表示法を制定した際、区別できるよ

うにと、例えばまず原材料を書き、「／」の後

に食品添加物を書くことが義務づけられました。

５年が期限なので、そろそろこの表記に統一さ

れるのではないかと思います。 

具体的には、図表5で説明すると、こんにゃ

くは「原材料名：こんにゃくいも／水酸化カル

シウム」となっています。 

コーラのうち赤いのは普通のコーラで、「原

材料名：糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）／炭酸、

図表3　食品添加物の安全性試験 図表4　使用基準の決め方

図表5　絹豆腐・こんにゃく・コーラ
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カラメル色素」以下、添加物が書いてあります。 

黒いのはZEROコーラで、表示をよく見ると、

水以外はすべて添加物です。水は特に原材料と

して書きません。 

甘味料とありますが、原則、物質名で書くの

ですが、カタカナのものは名前が長くて、何の

ために使われているのかわからないということ

で、消費者の関心が高い8種類の用途について

は、用途名と物質名を両方書くというルールに

なっています。食肉加工製品であれば、発色剤

（亜硝酸Na）という書き方になります（図表6）。 

では、私たちは食品添加物をどのくらいとって

いるのでしょうか。国や地方自治体による食品添

加物の摂取量調査が毎年行われており、その結果

はそれぞれのホームページに記載されています。

厚生労働省は2000年（平成12年）に大々的な調

査を行い、その後、毎年のように取り上げる対象

を変えて継続して調査を行っています。 

2016年（平成28年）、2017年（同29年）に

調査した最近のものを見ると、一生涯毎日食べ

ても健康に影響を及ぼしませんというADIの量

に比べて摂取量は、例えば保存料（ソルビン酸）

は0.3％、着色料は0－0.1％などと、非常に少

ないことがわかります。 

国際機関で「亜硝酸塩と発がんリスクとの関連はない」とされました 

ここまでの説明で、食品添加物は特に心配し

なくてもいいと思っていただけたと思うのです

が、では、なぜマスコミなどで繰り返し、繰り

返し、食品添加物は危険だとされてしまうのか。

消費者もそう信じている人が多いのかについて、

お話ししていきます。 

書店に行くと、食品添加物で食べていいもの、

食べてはいけないものを○×で示したり、これ

は危険だという本がたくさん売られています。

その中で必ず出てくるのが亜硝酸塩です。ウイ

ンナーソーセージを例として挙げると、発色剤

（亜硝酸Na）、昨年（２０１８年）あたり騒がれたリン

酸塩（Na）、場合によっては保存料などがター

ゲットにされています。 

まず亜硝酸塩ですが、これは、発色剤と名付

けたのが誤解を招く１つの要因ではないかとい

う気もします。使用目的はボツリヌス菌などの

食中毒菌の生育を抑制し、加熱しても褐色にな

らずに好ましい赤色を保ち、食肉製品に独特の

風味とテクスチュアを与えるというものです。 

亜硝酸塩がなぜ危険だといわれるのかですが、

亜硝酸塩とアミン類＊１がpH3.2くらいの酸性条

図表6　用途名併記による表示

＊１アミン類　アンモニアの水素原子を炭化水素基または芳香族原子団で置換した化合物の総称。
＊２ニトロソアミン　アミンの誘導体のうち、アミン窒素上の水素がニトロソ基に置き換わった構造を持つ化合物群のこと。
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Section件下で反応して、ニトロソアミン＊２ができると

いうことは、かなり古くから知られていました。

ニトロソアミンは、1970年代に多くの動物に

発がん性があるということがわかって、食品や

食肉関連で大騒ぎになったわけです。 

そこで、それぞれの食品中のニトロソアミン

含有量を調べる、仮に含まれているとしたら何

か減らす方法はないか、ヒトにがんを起こすの

に必要な量はどのくらいかなど大がかりな調査

を行い、国際会議も頻繁に開かれました。その

結果、発色剤としての使用は問題ないという結

論に至っています。 

1995年と2002年には、国際機関である食

品添加物専門家会議（JECFA）で、「ヒトの亜

硝酸塩摂取と発がんリスクとの間に関連がある

という証拠はない」と評価されました。亜硝酸

塩に関わっている研究者としては、ここで一件

落着と胸をなで下ろしたのですが、一般消費者

の方とお話しすると、全く伝わっていないもど

かしさを感じています。 

食肉製品に由来する亜硝酸塩はほんの数％。あとは唾液由来です

亜硝酸塩について考える時に、もう１つ知っ

ておいてほしいことがあります。私たちが1日

に摂取する亜硝酸塩は普通の食品にも入ってい

ます。食肉製品だけが槍玉に上がりますが、実

は食肉製品に由来するものは約2%で、ほとん

どが唾液由来という報告があります。 

唾液由来というのは、野菜中の硝酸塩が唾液

中の細菌の働きで亜硝酸塩に変化するというこ

となのです。ホウレン草や小松菜など葉物野菜

には硝酸塩がたくさん含まれています。例えば

ホウレン草を食べると、75%は腎臓へ行き、尿

として排泄されます。25%が唾液に分泌され

て、そのうちの20%が口の中にある細菌の働

きで亜硝酸塩に還元します。つまり1kgのホウ

レン草を食べると亜硝酸塩が140mgできると

いう計算になります（図表7）。 

食肉だけを見るのではなく、もっと全体を見

ないと判断を間違えるということです。こうい

う話をすると、今度は、ホウレン草には硝酸塩

がたくさん含まれているから、野菜を食べない

ほうがいいのではないかという声が挙がります。

これについても食品添加物専門家会議で検討さ

れていて、硝酸塩の摂取は主に野菜からですが、

野菜を摂取することによって食物繊維をとる、

ビタミンをとる、カリウムをとるという利点が

あり、野菜の摂取を控えることは適切ではない

という判断がなされています。 

図表7　私たちが１日に摂取している亜硝酸塩の由来
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リンの摂取量は過不足がなく、とり過ぎの懸念は全くありません

もう1つ、ターゲットにされるリン酸塩です

が、リン酸塩は食品添加物として広く使用され

ていて、体の中ではリンとして行動します。リ

ンは生体にとって必須のミネラルで、体内では

ホルモンなどの働きで、不要なリンを尿中に排

泄することにより、一定に保たれています。と

ころが、過剰に摂取すると血中のカルシウム濃

度とのバランスが崩れ、骨からカルシウムが放

出されます。 

子どものころ、コーラを飲むと歯が溶けると

言われた方も多いのではないでしょうか。そう

した小さい時の刷り込みがまだ残っているとい

うのもあるかもしれません。

図表8は日本人のリンの１日摂取

量ですが、青で示した食品からの摂

取量に、赤で示した添加物からの摂

取量を上乗せすると、男性でおよそ

1200mgちょっと、女性でも同じ

く1200mgくらいになっています。

赤い点線で示したのが、これだけと

っていれば栄養不足になりませんと

いう目安量で、それは十分に満たし

ています。 

過剰ではないかという声に対しては、健康障

害を起こすリスクがないとみなされる習慣的な

摂取量である耐容上限量は3000mgなので、そ

こにはまだまだ到達していません。 

リン酸塩を悪くいう人は、加工食品をたくさ

ん食べ、リン酸塩をたくさんとると、カルシウ

ムが溶け出すという言い方をしますが、実際に

添加物からの摂取量は全体の摂取量の20%程

度と思われます。では、添加物からの摂取量が

近年増えているのかを調べてみると、2004年

（平成16年）から2017年（平成29年）の添加物

からのリン摂取量の推移を見ると、ほとんど変

化していません。 

それなのに、リン酸塩が危ないと騒がれると、

リン酸塩を使っていないことを売りにしようと

いう動きが出てきて、ハムのメーカーなどは、リ

ン酸塩を使わない製品をつくれという流通から

の圧力がかかり、苦労しているということです。 

家庭科教科書のミスリードも誤解を払拭できない原因の1つ 

では、食品添加物がなぜこのように誤解され

るのでしょうか。東京農業大学で教えていた時、

まだ食品や食品衛生について何も学んでいない

1年生に、食品添加物を不安に感じる理由を挙

図表8　リンの1日摂取量
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「何となく」から、「読んだ本に体に害を与え

ると書いてあった」、「中学の家庭科で体によく

ないと先生が言っていた」、「無添加をうたう食

品が増えてきた」、「無添加と書いてあるという

ことは、無添加のほうがいい、添加物はよくな

いのではないか」など、いろいろな理由が挙げ

られました。 

その中から中学校の家庭科教育と無添加の話

をしたいと思います。現在、中学校では家庭科

は「技術・家庭」という中の家庭分野で教わっ

ています。これは男女共修です。

2015年（平成27年）発行の東京書籍の家庭

科教科書では、食品添加物の項に「目的や安全

性が確かめられたうえで使用できます」と書い

てありますが、この後に、「長期間とり続けた

り、数種類のものを一度にとったりした場合の

体内での作用は、完全に明らかになっているわ

けではありません。できるだけ食品添加物の少

ないものを選ぶようにしましょう」という表現

になっています。

これだけ読むと、やはり使わないほうがいい

のかという印象になると思います。 

教科書には図が載っていて、天然添加物を含

む食品の表示例としてキャンディが挙げられ、

原材料の砂糖、水あめ、はちみつなどのほか、

着色料（赤キャベツ、クチナシ、パプリカ色素）、

キンカンエキスと書かれています。 

教科書に沿って教えるための教師用指導書が

ありますが、そこには資料の使い方が書いてあ

って、この図については「天然添加物と化学合

成品があり、どちらがどのような目的で使われ

ているか考えさせる」とあります。これ自体非

常に難しいと思うのですが、現在は、天然添加

物と化学合成品という分け方はしていません。

天然からとろうが化学的に合成しようが、例え

ばビタミンCはビタミンCであって違わないと

いう考え方になっていますが、このような表現

になっています。 

また、「食品添加物の用途別分類と物質名の

例」として発色剤が挙がっています。使用目的

には、“色を鮮やかにする”と書いてあります

が、先ほども説明したように、発色剤の主な理

由はボツリヌス中毒の防止というか、食中毒菌

の生育を抑制することで、色を鮮やかにすると

いうのとはちょっと違います。 

色を鮮やかにすると書いて、一方で天然添加

物の色、着色料という話をしているのですから、

それなら添加物はいらないのではないかと思う

人がいてもおかしくはない。逆に、発色剤は食

中毒を防止するためと書かれていれば、あった

ほうがいいと思うでしょう。このように、添加

物が悪いという方向にリードしているように思

えてなりません。

家庭科教師用の指導書でも食品添加物の安全性を疑問視 

教師用の指導書は、一般的には教科書と同じ

くらいの厚さのものですが、中には厚さ5㎝く

らいの非常に内容が細かいものもあり、これも

調べてみました。東京書籍の同じ家庭科教科書

用のもので、「食品添加物のリスク（危険性）」

の項です。 
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「着色料や甘味料、着香料などは食品本来の

風味を変えてしまったり、粗悪食品をよく見せ

かけたりする場合がある」となっています。こ

れを読んで、戦後の混乱期ではあるまいしと、

私は最初に思ったのですが、食品添加物は消

費者の利益になるものでなければ認められな

いものであるのに、このように記述されてい

ます。 

また、食品添加物については、安全性試験が

きちんとなされているにもかかわらず、「安全

性について疑問を持たれるものもある」となっ

ていて、「生産者は食品添加物の使用を最小限

にとどめるように配慮すべきであり」、「消費者

も必要以上に見かけのよさや便利さを求めるこ

とは避けるべきである」と言い切っています。 

これらが平成27年に発行された教師用指導

書に書かれているので、こういう教育をされる

と、生徒は添加物って何か危ないのではないか

と思ってしまうでしょう。中学校の家庭科の先

生は、衣食住すべてを教えます。食品について

特に詳しいわけでもないので、指導書の影響は

非常に大きいと思います。 

大学の食品学教科書も亜硝酸塩に関する記述は一部曖昧

この教科書で学んだ中学生たちは、いま大学

生くらいになっているはずです。そこで、いく

つかの大学の教科書の亜硝酸塩に関する記述例

をチェックしました。 

例えば教科書A（『食品学総論』化学同人，

2016）では、発がん性物質であるニトロソア

ミンについて、“最近、明らかになる”とあり

ます。50年前にわかっていることがこのよう

に書かれているのです。また、“ニトロソアミ

ンは変異原性を示す”となっていますが、これ

は変異原性ではなく発がん性を示すと書かなけ

ればいけないと思われます。 

教科書B（『食品学』建帛社，2016）では、“発

色補助などのために亜硝酸塩がよく添加され

る”とありますが、「補助」ではなく「発色」

ですし、ここでもやはり“変異原性物質を生成

する”と書いてあります。ただし、この記述で

は「野菜類に多く含まれる硝酸塩が微生物の作

用を受けることによっても生成する」とありま

す。ここまではいいのですが、“そのため注意

が必要である”となっています。 

教科書C（『食品学』羊土社，2017）の亜硝酸

塩の記述例では、「野菜、飲料水などに含まれ

る硝酸塩は口腔内の微生物により還元されて亜

硝酸になる」と、正しく書かれています。また、

「これらの食品をヒトが日常的に摂取すること

で発がん率が上昇するという確証は得られてい

ない」と、これも正しく書かれています。 

教科書D（『食品の安全性と衛生』樹村房，

2016）でも、「亜硝酸塩はニトロソアミンを生

成することから、かつて使用の是非が問題とな

ったが、その後の研究で安全性に問題はないと

されている」となっていて、正しい記述でし

た。 

このように、いろいろな教科書があります。

ですから、その教科書を使う時に気をつけなけ

ればいけない、確認が必要ではないかと思って

います。 
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「無添加」「不使用」の表示が消費者の購買行動に大きく影響 

もう１つが、食品添加物の「無添加・不使

用」表示による優良誤認の問題です。大手のコ

ンビニでは、2002年ころから段階的に「食品

添加物総量の削減」が行われています。2005

年から合成着色料、保存料、甘味料の使用を中

止したところもあります。 

スーパーマーケットに行くと「無添加」とい

う言葉が目につくようになりました。紙パック

の野菜ジュースには、小さく「無添加野菜」と

書いてあります。無添加野菜というのは一体何

だろうと思いますが、無添加と書けば何でもい

いという感じもします。

牛丼のアピールも、「身体が喜ぶ自然味を」

として、「化学調味料、人工甘味料、合成着色

料、合成保存料を使用しておりません」と書い

てあります。 

こうした無添加の表示が消費者の購買行動に

どんな影響を及ぼすかという平成29年度の消

費者庁による調査があります。「『無添加』とい

う表示を購入時の商品選択の際に参考にしてい

ますか」という質問に対して、「常に『無添加』

表示がある食品を購入」と、「同じ類の食品で

あれば、『無添加』表示がある食品を購入」の

２つを合わせると50%です。 

この50%の人たちに、なぜ「無添加」等の

表示のある食品を購入するかを聞くと、「安全

で健康に良さそう」と答えた人が73%にのぼ

りました。 

このように「無添加」や「不使用」という表

示が消費者の購買行動にかなり大きな影響を及

ぼしていることがわかっています。 

今年に入って、業界団体が「〇〇不使用」の

強調表示を自粛するという報道がされました。

また、消費者庁の「食品添加物表示制度に関す

る検討会」（これまでに３回開催）においても、 

「無添加」や「不使用」の表示は消費者の誤認

を招くので規制が必要、という意見が出ており、

見直しの対象とされると思われます。 

◇ 

では、具体的に私たちはどうしたらいいのか、

何ができるのかです。教育者や研究者は、正し

い情報を、一般消費者の立場に立って、わかり

やすい言葉で、それも繰り返し伝えていくこと

が大事です。食品学を学ぶ学生には科学的に考

える力をつける教育をしてほしいですし、学生

に大きな影響を与える教科書の記述が正しいか、

見直す作業も必要です。 

事業者には、自社の製品に自信をもって、規

制の穴を探すという方向ではなく、添加物の有用

性と安全性をアピールできるようにしてほしい。 

また消費者には、テレビや雑誌などの“〇〇

は危険”といった情報に対して、何か変だな、

これは違うといった疑いの目を養ってほしいと

思います。

わからなければ、厚生労働省や食品安全委員

会、農林水産省など信頼できるホームページで

確認することをお勧めします。まだまだ道は長

いですが、私自身も地道に活動していきたいと

思っています。 
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討 議 の 抜 粋  

（敬称略）

大櫛 海外の医学分野では、食品と疾病の関係を調べるコホート調査が活発に行われ、その研

究結果が多数報告されています。例えば、トランス脂肪酸については、自然界の反芻動

物由来のものにリスクはないが、合成されたものはある疾病のリスクになるというデー

タも非常にたくさん出ています。食品添加物については、合成品か自然由来かは関係な

いということですが、どうしてでしょうか。 

三輪　食品添加物の場合には食品添加物公定書があり、どういう物質がどのくらいの純度で入

っていてはいけないと、厳しい規定があります。今の天然物と化学合成品のお話ですが、

そういう中で私は同じと考えています。添加物は、むしろ天然から抽出した場合に不純

物が混ざっていてアレルギーを起こすなど、問題が発生したという例は聞いたことがあ

ります。 

大櫛　香料については香料としか書いていませんが、物質名の記載義務はないのですか。 

三輪　食品添加物の中で香料についての考え方は、実際に使われる量がものすごく微量という

ことで、そこが基本的な考え方なのですが、香料は、香料という記載になっています。こ

のように、物質名を表示する代わりに用途ごとにまとめて一括名表示をするこういう例

外は、イーストフードなどほかにもあります。 

板倉　現在、いろいろな食品が海外から輸入されていますが、輸入食品についても添加物は規

制されているのでしようか。 

三輪　海外から輸入されている食品に含まれる添加物は、抜き取り調査などで定期的にチェッ

クしていまして、日本の法律に適応しなければ差し戻し、販売できません。 

上野川　最初のお話で、「健康への影響に気をつけるべきと考える項目」についての、一般消

費者と専門家の食い違いは非常に興味深いですが、専門家というのはどういう人たちで

すか。 

三輪　食品安全委員会の委員の方です。 

上野川　一般消費者というのは。 

三輪　一般消費者は、年齢や地域、性別などが全部同じになるように公平に選んだ方です。 

・・・・・
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食品とは“未知の化学物質のかたまり”です 

メディアなどで食品のリスクがしばしば報道

されますし、食肉業界はさまざまな攻撃にさら

されています。そうした場合のリスクコミュニ

ケーションに関して、私の専門である食品中の

化学物質の安全性をどうとらえるのか、専門家

ではなく一般の方たちにわかりやすく伝えるに

はどうしたらいいのかを、いつも念頭に置いて

います。 

食品安全にとって最も大事なのは食中毒予防、

つまり基本的衛生管理で、手を洗いましょう、

特に肉に関しては、最近、生肉を食べる人が非

常に増えていて、加熱して食べるものは必ず加

熱して食べましょうと常に言っておりますが、

なかなか浸透しません。 

まず、食品とは何かという基本的なことから

お話しします。食品というのは、私たちが食べ

ているもののことをいうのですが、何を食品と

するかは特に決まっているわけではなく、今ま

で食べてきて、とりあえず食べてすぐに食中毒

でお腹を壊したり死んだりすることがないこと

だけがわかっている、未知の化学物質のかたま

りが食品です。 

食品の中にはもちろん構造や機能がわかって

いる成分もありますが、そうしたものはごく一

部であって、食品そのものは安全性を確認して

から食べているわけではないという、そこがポ

イントです。 

でも、私たちはその食品を今まで食べてきた

から安全だと思って食べているわけです。それ

は「食経験が安全性を担保する」という言い方

をします。 

けれども、昔から食べてきたとはいえ、今の

多様な食品でバランスのとれた食生活を！ 
それこそがリスク分散のベストな方法です

3 食に関するリスク情報のとらえ方Section

食の安全と情報の読み方

-2

国立医薬品食品衛生研究所安全情報部部長　畝山  智香子

私たちは今まで食べてきたものだからその食品は安全だと思って食べ
ていますが、そもそも、それが間違いで、「食品のリスクはゼロではな
い」と畝山智香子先生はおっしゃいます。食品の「ハザード（危険性）」
を知り、それをどのくらい食べているかという「暴露量」を減らせば、
「リスク」は下げられるそうです。いたずらに煽る報道に対して、リス
ク情報をどう正しく受けとめればいいのか、お話をうかがいました。



食に関するリスク情報のとらえ方

56

3Section -2
時代、昔の条件が必ずしも同じではないのです。

例えば昔の人の平均寿命は40歳代、50歳代で

したが、今の日本では80歳を超えています。と

いうことは、生まれた時からずっと食べ続けて、

70歳、80歳を過ぎてようやく有害影響が出る

ようなものが食品中に入っていたとしたら、そ

れは食経験からはわからないわけです。残念な

がら発がん物質というのはほとんどそういうも

のです。 

食経験というのは、一部では役に立つけれど

も、そうではない部分もあります。今の時代、

重い病気を抱えて長生きしている方が多くいま

す。昔はあまりなかったことです。 

15～16年前、スギヒラタケというキノコを

食べて脳症で亡くなる方が多数出ましたが、そ

のほとんどの方が透析患者さんでした。重い病

気を抱えて長生きしている人にとって、今流通

している食品が安全かどうかは経験がないの

で、人類は壮大な人体実験をしているという

状況です。

スギヒラタケは有害影響が出たことがわかっ

てはじめて、実は食品ではなかった、毒キノコ

だった、食用ではないキノコとされました。 

このように、食品にはわからないことがたく

さんあります。でも、わかっていることもたく

さんあるわけですから、わかっていることを根

拠にしてわからないことにも対処していこうと

いうのが、今の食品安全の考え方で、リスクア

ナリシス（リスク分析）というツールで安全性

を確保しています。

化学物質は暴露量を減らせばリスクが下がります 

これは言葉の定義ですが、リスクとハザード

を区別しましょうと強調したいと思います。「リ

スク」とは、あることやもので私たちが危害を

受ける可能性、確率のことをいいます。「ハザ

ード」は、あるものの有害性、危険性そのもの

のことです。農薬成分をネズミに食べさせたら

ネズミが病気になったという情報はハザード情

報です。 

それがどれくらい私たちにとって健康危害の

可能性があるのか。そのリスクを知るためには、

それを私たちがどのくらい食べているか、「暴

露量」というのが問題になります。 

ハザードと暴露量があってはじめてリスクが

わかります。でも、残念ながら世の中に流通し

ている情報のほとんどがハザード情報だけです。

リスクを知ろうとすれば、必ず暴露量が出てく

るので、リスクの話をする時には、あるかない

かという○×式の話ではなくて、何と比べて何

が大きいか、どのくらいの大きさなのかという

定量と比較が出てきます（図表１）。 

定量と比較ということは、つまり数字が出て

くるということです。数字が出てくると嫌だと

思ってしまうかもしれませんが、これは絶対に

図表1　リスクとハザードを区別する



57

3
Section

食
の
安
全
と
情
報
の
読
み
方

Section覚えてほしいのです。リスクの時には必ず数字

が出てくるので、その数字の大きさ、あるいは

定量の仕方に慣れていただきたいと思います。

慣れると、お金の計算などと同じように、大き

い、小さいが判断できるようになります。 

私たちはあらゆるリスクがある中で、リスク

を一定のレベル以下に維持して生活しています。

これがリスク管理ですが、化学物質のリスクの

場合には、主に暴露量を下げればリスクが下が

ります。 

ハザードは物質に固有のものなので、人間の

力で変えられるものではありません。変えられ

るのは暴露量なので、リスクを下げたい時は、

普通は暴露量を下げる対策がとられます。 

国、時代によって変わる「リスクが、許容できる程度」

では、食品が安全であるとはどういうことか

ですが、コーデックス（食品の国際規格）は「意

図された用途で、つくったり、食べたりした場

合に、その食品が消費者に害を与えないという

保証」と定義しています。そして、それはつま

り「リスクが、許容できる程度に低い状態」

だというのです。これをすぐに理解できる人

はいないと思いますが、ポイントがいくつかあ

ります。 

まず、大事なのは「意図された用途」です。

食品というのは口から食べるものです。食べ方

が決まっています。化粧品に使うとか、注射に

使うというのは食品としての使い方ではありま

せん。それから、食べる時に加熱して食べてく

ださいとか、加工食品だったらこのようにして

食べてくださいという用途があります。アレル

ギーの人なら、アレルゲンとなるものは食べな

いという用途を守った上で、その食品由来のリ

スクが、許容できる程度に低い状態であること

を「安全」であるというわけです。 

「リスクがゼロという意味ではない」ともい

っています。これはわかりやすいです。リスク

がゼロなのを安全だといっているわけではない。

問題は「許容できる程度」とは一体どのくらい

なのかということです。 

教科書的には、許容できる程度というのは、

“みんなで話し合って決めなさい”ということ

になるのですが、現実問題として、許容できる

程度はこのくらいという具体的な数字で確認で

きている国や時代はありません。 

専門家の間では、このくらいのリスクなら許

容できるだろうというコンセンサスはあるので

すが、それが消費者あるいは生産者、すべての

人に一貫して合意されているかというと、そこ

ができていないと思われます。 

許容できる程度というのは、その地域や国、

時代によってもどんどん変わってくるものです。

貧しい国と豊かな国とでは、食品由来のリスク

として許容できるレベルに違いがあるのはわか

りやすいと思いますが、同じ日本であっても時

代とともに変わってきています。 

例えば、昭和の中ころ、日本では食中毒によ

る死亡者数は、厚生労働省への届け出だけで年

間数100人が当たり前でした。それがニュース

になることもありませんでした。 

しかし、平成の終わりごろには、年間の食中
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毒による死亡者の届け出数はゼロまたは一桁未

満が当たり前になってきています。この間に、

私たち日本人の食品由来のリスクとして許容で

きるレベルが多分変わっているのです。客観的

な食品の安全性が、時代とともに高くなってい

るにもかかわらず、食品に対して“安全性が上

がって安心です”とならないのは、要求水準も

上がってきているからでしょう。 

何らかの食品安全の対策をとる場合に、最初

に“どのレベルの安全性を目指してその対策を

とろうとしているのか”という合意ができてい

ないと、そもそも何の話をしているのかがわか

らなくなってしまいます。食品安全をめぐるい

ろいろな話し合いで紛糾するのは大体そこです。

そこをきちんと伝える努力が一番大事になるの

だろうと思います。

食品の安全を守るのに最も大事なのがリスクコミュニケーション

食品の安全を守る仕組みがリスクアナリシス

です。リスクアナリシスには「リスク評価」、「リ

スク管理」、「リスクコミュニケーション」の3

要素があり、それぞれ機能的に分担しています

（図表2）。 

日本では、リスク

評価は食品安全委員

会が行う科学的評価

です。リスク管理は、

その評価結果をもと

に農薬の基準を決め

たり、きちんと守っ

ているかどうかを調

べることですが、どちらも食品安全を守る仕組

みとしては比較的わかりやすいと思います。 

大事なのはリスクコミュニケーションです。

すべての関係者が食品のリスクに関する情報を

きちんと持ち寄って意見交換し、どうしたらい

いかを話し合う――世界中の食品安全機関が一

番苦労しているところです。一方的に要求を突

きつけたり、ただ説明を聞くだけではコミュニ

ケーションが成立しないわけです。これをきち

んとできるのが理想なのですが、常に苦労して

いるという状況です。 

リスク評価の手順は、科学的には4ステップ

からなるといわれています。「ハザードを同定」

し、「ハザードの性質

を決定」し、「暴露評

価」を行った上で、

「リスクキャラクタリ

ゼーション（リスクが

わかる）」という仕組

みになっています。 

日本では、このハ

ザードにはこうした

害があるというハザードの性質決定についての

研究が多く、注目されやすいのですが、リスク

評価にとって大事なのは暴露評価です。

何らかの有害物質があったとして、暴露して

いるのはどういう集団なのか、どういうものを

食べると増えるのかなど、世界の食品安全の流

れでも、重要だと考えるようになっていますが、

実はここが一番不足しているという現状があり

ます。 

図表2　食品の安全を守る仕組み
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食品には意図して使われたり、意図し
なくても含まれるものがあります

食品にはいろいろなものが含まれますが、大

きく２つに分けられます（図表3）。 

１つは、意図的に使われるものです。代表的

なものが食品添加物や残留農薬、動物用医薬品

などですが、これらは許認可制で、国が安全性

を確認した場合のみ使うことができます。メデ

ィアなどで叩かれることが多いものですが、安

全性は高いといえます。 

管理目標としても、ADI（許容1日摂取量＝

Acceptable　Daily　Intake）を設定して管理し

ていますが、意図的に食品に使われるものによ

って、消費者の健康被害が起きてはならないと

いう考え方が背景にあります。実質的にはゼロ

リスクで管理されているので、リスクとしては

かなり小さくなっています。 

もう１つは、食品には、意図的にではなく、

仕方なく入ってしまっているものがあります。

専門用語ではcontaminant（コンタミナント）、

汚染物質といいますが、食品にもともと入って

いる有害物質、あるいは病原性微生物、環境中

にもともと含まれているもの、それから、料理

の時に自分たちでつくってしまうものなど、あ

らゆるものが汚染物質になります。わざと入れ

ているわけではないのでデータがなく、誰の責

任ともいえないので、研究も進んでいません。

これらは実際にそれを避けようと思ってもゼ

ロにすることができない、少なくすることが非

常に難しいということで、現実的な管理目標を

設定して管理している場合がほとんどです。で

すから評価も管理も難しく、リスクも比較的高

いのが、この非意図的に含まれてしまうものの

グループになります。これがなかなか伝わらな

いところでもあります。

リスクが高いことを消費者が認識していないのが健康食品 

少し特殊なグループに健康食品があります。

普通の食品を、例えばトマトは健康にいいので

食べましょうという場合は特に問題はないので

すが、濃縮や抽出したものとか、普通でない量

がカプセルに入っていたりします。 

“これ１粒に○○成分が何100粒分入ってい

ます”というものは、摂取量が非常に大きくな

ります。1粒でたくさん入っているし、１回食

べて、次の日は食べないというのではなく、1

カ月分とか3カ月分で販売されているので続け

て食べる場合が多いので、１回の量が多い上に

期間が長い。ここで暴露量が非常に大きくなり

ます。 

従ってリスクも非常に高いのですが、リスク

が高いことを消費者が全く認識していません。

消費者が認識するリスクと、実際のリスクのギ

ャップが大きいという意味で、非常に問題が多

いといえます。 

図表3　食品に含まれるいろいろなもの
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健康食品の中で絶対に覚えておいてほしいの

は、アマメシバ粉末による閉塞性細気管支炎と

いう事例です。アマメシバは野菜で、普通に料

理の具として食べる場合には特に問題はないの

ですが、どういうわけか健康にいいという宣伝

がされて、粉末を毎日スプーン１杯という形で売

られて、そのとおりにした人が死亡を含む健康被

害を被っています。普通の食品として食べてき

たものであっても、その食べ方が普通でなくな

れば、食経験とは別物です。普通でない食べ方

をすると、死ぬことすらある。食品というのは

もともとそういうものであるという事例です。

リスクの優先順位をはかる「ものさし」が暴露マージン（MOE） 

いろいろな食品の中で、リスクをどのように

比較するかですが、食品分野では、リスクを定

量比較する「ものさし」として、MOE（Margin 

of　Exposure＝暴露マージン）とDALY (61ページ

参照)が主に使われます。 

もともと食品には膨大なリスクがありますが、

すべてのリスクに対応するのは無理です。小さ

いリスクも大きいリスクもあるので、まず全体

のリスクを小さくするためには、大きなリスク

から順番に管理していきましょうと、リスク管

理の優先順位付けをするために、このものさし

を使うのです。 

暴露マージンは、化学物質の毒性評価に使う

毒性の指標となる量と暴露量の比、つまり安全

係数に相当するものです。遺伝毒性発がん物質

のリスク管理の優先順位付けでよく使われます

が、それ以外でも使います（図表4）。 

普通の食品では、動物実験からのNOAEL（無

影響量）に対する安全係数100がデフォルト（基

準値）として使えるので、暴露マージン100は

必ずあります。遺伝毒性発がん物質に関しては

100だと少し心配なので、100の100倍である

10000を目安にして、10000より小さいもの

からリスク管理していこうというのがコンセン

サスになっています。 

残留農薬の基準値違反という2007年の横浜

市の事例をご紹介します。学校給食に使う予定

だった乾燥キクラゲから0.02ppmのフェンプ

ロパトリンという殺虫剤成分が検出されました。

キクラゲにはフェンプロパトリンの基準値は設

定されていなかったため、一律基準の0.01ppm

より高いということで処分されました。 

この事例をリスクの大きさで考えると、そも

そもフェンプロパトリンに関してはADIが

0.03mg/kgという値で設定されていました。

給食の焼きそばの具として使う予定だったキク

ラゲですので、体重20kgの子供が食べる量を

10gで計算します。10gは乾燥キクラゲの量と

しては多過ぎますが、計算が面倒なので10に

図表4　MOE〈Margin of Exposure：暴露マージン〉
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フェンプロパトリンの摂取量は0.0002mgで、

体重当たりにすると0.00001mg/kgなので、こ

のADIに比べると0.03%にしかならず、ADI自

体が、毎日、一生涯食べ続けても健康に悪影響

がないと考えられる量なので、これで病気にな

るとはほぼ考えられません。 

しかし、安全性に問題はないものの、基準値

違反は事実なので、廃棄されました。違反だか

ら廃棄されたというニュースが、安全性には問

題がないという部分を除いて報道されてしまう

ので、農薬は恐ろしいものということになって

しまいます。しかもこれは中国産でしたので、

中国産の野菜を給食に使うなんてとんでもない

という話になってしまう。農薬や添加物ではよ

くあることです。 

暴露マージンのリスクランキングが図表5で

す。目盛は対数目盛です。数値が小さいものほ

どリスク管理の優先順位が高くなります。赤で

書いたのは遺伝毒性発がん物質なので、本当は

黒で書いたものより余裕が大きいほうがいいと

思われます。 

日本人にとって一番リスクが高そうなのが塩

です。塩は汚染物質というより単なる栄養成分

ですが、実際に健康被害が出ているであろうも

のです。あとは、鉛、カドミウムなど環境中の

重金属などが問題です。残留農薬や添加物は非

常に少ない、無視してもいい程度のリスクのも

のが多いという印象です。 

日本人にとって肉のリスクは優先順位が低い

もう１つの「ものさし」がDALY（Disability-

Adjusted Life Years＝障害調整余命年数）です。

これは、疾病や障害によってその国や地域の人

たちがどのくらいの時間を損失しているかを指

標として表したものです。例えば、平均寿命が

80歳の国で75歳で死亡した場合には5 DALY

の損失。病気で４年不自由な生活をして75歳

で死亡した場合には、５＋４×0.5＝７DALY

と計算します。 

このDALYという指標を使うと、先ほどの暴

露マージンと違って、発がん性物質に関しては

損失があまり大きくなりません。というのは、

食品由来の発がん物質によるがんは、高齢にな

らないと発現しない傾向にあるので、失われる

年数という指標を使うとあまり大きな値にはな

らないのです。 

逆に、小さな子どもが学校給食でアナフィラ

キシーショックを起こして亡くなってしまうとい

うことがあると、一気に膨大な損失になります。 

このように、「ものさし」によって特徴があ

ります。農薬や食品添加物はそもそも健康被害

を出したことがないので、DALYのリスクラン

キングには出てきません。 

食事が原因と考えられる人口10万人当たり

図表5　リスクランキング
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の死亡とDALYの因果関係を調べた『ランセッ

ト』の2019年のデータでは、日本人の食事由

来の死因に関しては、比較的低く評価されてい

ます。日本人の食生活は欧米とはかなり違って

いて、日本人にとって一番リスクが高いのはナ

トリウムです。次は全粒穀物不足、果物や野菜

不足というところがきて、肉に関しては加工肉

過剰、赤肉過剰は半分より下なので、リスク管

理の優先順位としては低いということになりま

す（図表6）。 

そもそも肉が健康に悪いというデータはほと

んど欧米のデータで、欧米人の摂取量は日本と

全く違うので、日本人の摂取量から計算すると、

この辺はむしろ気にしなくていいレベルになっ

ているということです。対策をするなら、圧倒

的にナトリウムです。 

世界的にいえることですが、食の安全に関し

て、消費者の認識は科学的事実とは一致しませ

ん。 例 え ば

2017年のオ

ランダの報告

書には、天然

物のほうが合

成化学物質よ

り安全だとみ

なして、微生

物より化学物

質が危険だと

思っていると

記載されています。ヨーロッパは大体どこも同

じです。では、具体的に何が一番怖いと思って

いるかというと、国によって違います。添加物

であったり、農薬であったり、ホルモンであっ

たりと、その辺は単にその国のメディアが一番

熱心に報道するものが怖いと思われているだけ

だと思っています。 

上手な食べ方が食品の安全性を高めることにつながります

まとめになりますが、「一般的食品のリスク

はゼロではない」ことを再確認したいと思いま

す。でも、私たちは食べないと生きていけない

ので、リスクの大きさについては、普通の食品

は普通だと思うしかないわけです。 

それに比べると、添加物や農薬は、基準値を

守っていればリスクはほぼないに等しい、無視

してもいいということです。時々添加物や農薬

の基準値違反が問題にはなりますが、それでも

普通の食品よりリスクは小さい場合がほとんど

です。 

リスクの大きさを並べてみました（図表7）。

いわゆる健康食品は、健康被害が出る可能性が

極めて高いといえます。そもそも薬機法＊を守

る気のない会社が売っているので、特にリスク

は高いです。インターネットの個人輸入などで

買える精力増強とか、痩せるとか、筋肉を増強

するといったものは、違法薬物が入っている可

能性が高く、桁違いにリスクが大きいと思われ

ます。 

図表6　Supplemental Figure６．Ranking of dietary risk

＊ 薬機法　正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。薬事法に代わり、2014 年に施行された。
「医薬品医療機器等法」ともいう。
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安全をはかる「ものさし」はいろいろあり、

それぞれ異なる値が出ますが、どんな方法を使

ってもこの順番自体は変わりません。大きい、

小さいとありますが、この差は10倍とか100倍

という日常的に感知できる差ではなく、想像も

つかない大きな桁の違いがあると知っていただ

きたいと思います。 

どの食品が安全か、どの食品を食べてはいけ

ないかと質問する人がいます。週刊誌のタイト

ルもそうですが、そういうことを聞いてくるこ

と、そういう書き方をすること自体が食の安全

について理解していないということです。 

ある食品を安全にするか、安全でないものに

するかは、私たちがそれをどう食べるかによる

のであり、ハザードが比較的大きいものでも、

上手な食べ方はありますし、ハザードが低くて

も、変な食べ方をすればリスクとしては大きく

なる場合があります。ですから、食品の安全に

とってリスクコミュニケーションが非常に大事

で、どういう食べ方をすれば安全なのかを消費

者がきちんと知った上で、実行できるようにす

べきです。 

食品そのもののリスクは決して低くはないと

いうと、食品が怖くなってしまっ

たという人がいますが、そういう

ことを言いたいわけではありませ

ん。食品のリスクは決して低くは

ないし、その食品に含まれるリス

クを100%知ることは、多分、永

遠にできないので、「多様な食品

からなる、バランスのとれた食生

活をしましょう」というのが、世

界中の食品安全機関が勧めてい

ることです。 

これ自体は、「栄養バランスをとりましょう」

と同じですが、背景にある考え方が違います。

私たちは食品のリスクを知ることができません。

わからないものをどうやって管理するかという

と、「リスク分散」という考え方が必要です。特

定の食品だけを食べるこだわりの食生活は、結

果的にリスクが高くなる可能性があります。 

日本で普通の食生活をしていると、結構いろ

いろなものを食べることができます。お店で売

っているその時の一番お買い得な商品を買い、

旅先ではその土地のものを買うということをや

っていると、普通にいろいろなものを食べるこ

とができるはずです。 

私たち消費者のお金や時間は限りある貴重な

資源です。今のようにいろいろな食品が供給さ

れ、いろいろなものを食べることができる、そ

のような社会を維持することが、結局は一番費

用対効果の高いリスク管理方法になるのだと思

います。 

ネットや書店、テレビなどに溢れている食品

の情報があまりにもひどいので、ぜひ公的機関

の情報を探してください。 

図表7　リスクの大きさを並べてみると？
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討 議 の 抜 粋  

（敬称略）

西村　MOEやDALYに関して、個人によって違うと思いますが、どれくらいの幅を考えれば

いいですか。 

畝山　例えば、アルコールですと全く飲まない人と飲む人の差はすごく大きいと思われますし、

コーヒーですと10倍も違わないので、ものによって全く違います。ピロリジジンアルカ

ロイドに関しても、ハーブティーをよく飲む人という限定がありますので、飲まない人

にとっては全然関係がない話です。 

西村　暴露量はどれくらいのスパンを考えればいいですか。例えば1週間に1回肉をたくさん食

べる人と毎日少しずつ食べる人では暴露量は変わってくるのでしょうか。 

畝山　これはハザードの性質によって違います。例えば農薬の残留基準が超過したという場合

ですと、短期間のRfFDだったら暴露量は24時間以内の摂取量ですし、発がん性ですと

一生涯にわたる平均摂取量です 

清水　一般の消費者にこういう話をいくらしても、理解してくれないか、理解していても態度

を変えないような気がします。それに対してわれわれはどう臨んだらいいのでしょうか。 

畝山　一般の人が理解しないと、私は全く思っていません。そもそもメディアで食品添加物の

悪口を書いて生活しているような人たちが意見を変えるとはとても思えません。しかし

一般の人たちは、そういう話を信じると損をしますよと伝えると、納得してくれます。生

活に役に立つ情報を一生懸命伝える、それが私たちの仕事なので、負け戦であっても地

味にずっとやっていくしかないと私は思っています。 

品川　リスクコミュニケーションが大切だと先生もいわれます。しかし、なかなか成果が見え

てこないですが、その辺はどのようにしたらいいのでしょうか。 

畝山　確かに成果を実感したことは全然ないですが、でもやらなかったらもっとひどかったの

ではないかと少しは思っています。というのは、最近出た週刊誌の国産食品の問題も、意

外と反響がなかったですね。これまでの努力が多少は効いていたのではないかと思いま

す。ですから、あきらめずにやっていくしかありません。これからは学校の先生に働き

かけ、子どもたちに食の安全に関する正しい情報を重点的に伝えたいと思っています。 

・・・・・
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